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令和５年第２回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。只今より本日の会議を開きます。只今の出席議
員は１０名で会議は成立いたします。
議事に入る前に、議決事件の整理を報告いたします。３月６日に提案されま
した議案第６号、平取町特別会計条例の一部を改正する条例について、議案
提出日に誤りがありましたので、私、議長により口頭修正とし、提出日を令和
５年３月６日に整理をお願いいたします。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第
１２２条の規定によって、８番鈴木議員、１０番松澤議員を指名いたします。
日程第２、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布した
とおりであります。この順序により指名をいたします。なお本日、高山議員は
欠席により、高山議員の一般質問は行いません。
それでは、３番中川議員を指名します。３番中川議員。

３番
中川議員

皆さんおはようございます。今回は、農地に大きな転換期ということで質問
させていただきたいと思います。以前に水田活用直接支払交付金の見直しに
ついて一般質問の中でお聞きしていますが、令和４年度の水田活用交付金に
ついては、播種と収穫を兼ねた畑作物の牧草地には３万５０００円が例年と
同じく交付され、平取町の配分額は合計１億１５００万円ということに決算
されたと思います。しかし、令和５年度については、国は水張りが出来ない農
地を交付対象から除外するという厳格化を進めながら、水稲をつくる予定の
ない水田での畑地化を強く推進しています。畑地化推進事業の概要というの
は、水田を畑地化にして、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して畑地化
利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目
的とし、生産が安定するまでの一定期間継続的に支援するとともに、畑作物
の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係機関での調整や畑地化に伴う費
用負担等に要する経費を支援する制度でもあります。そこで、畑地化支援事
業について、農業者に意見の取りまとめを今年の２月の中ぐらいにお願いし
ています。集計が出ているのなら畑地化予定面積を教えてもらいたいと思い
ます。そして、分かっていると思いますけれども、平取町内の水田面積のうち
転作している高収益作物、また、畑作物の面積について伺いたいと思います
のでよろしくお願いいたします。

産業課長 まず、畑地化促進事業についてご説明したいと思います。この制度は、中川議
員がおっしゃるとおり、水田の畑地化や畑地化後の畑作物の定着までの一定
期間に対して支援する制度であります。この制度は、当初令和２年度に創設
され、畑地化する場合、反当たり１０万５千円を交付する仕組みからスター
トをしております。しかし、国が思うようになかなか畑地化が進まないとい
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うこともありまして、令和４年度水田活用の直接支払交付金制度の厳格化、
見直しを機に、畑地化についても高収益作物で畑地化する場合、反当たり１
７万５０００円。その他作物の場合、１０万５０００円に区分けがされ、５年
間、水張りをしない水田に対して畑地化を促す取り組みがとられたところで
あります。さらに、国は、畑地化を強く進めるために、昨年の１１月、１２月
に、令和４年度補正予算で２５０億円、令和５年度予算予定額で２２億円を
計上し、その予算により、令和５年度、その他作物を１０万５０００円から１
４万円に引上げをし、畑地化後は生産物をあげる条件で５年間に限り毎年２
万円を交付、さらには畑地化後、当該土地に係る土地改良区への負担につい
ても軽減支援する仕組みとしております。そういったことから、今年に入り
まして、北海道を通じて、畑地化の要望調査が、各市町村農業再生協議会にお
りてきており、町では農協と協議をし、１月１３日から始まりました農協組
合員を対象とした営農計画作成時、また営農計画作成に来なかった組合員に
は文書にて聞き取り調査を実施し、２月に入ってからは、組合員以外の方の
生産者及び農地の賃貸借権利が発生している方々を対象に、文書等で聞き取
り調査を実施したところであります。調査した結果でありますが、調査対象
者４１７名のうち、３９７名の方が畑地化を要望しております。また面積で
いきますと、水田本地面積、米作付け及び転作ができる面積１８０８ヘクタ
ールのうち１３４０ヘクタール、水田全体の７４％が畑地化を要望している
状況であります。また、昨年度の転作面積でいきますと、昨年度は、町全体で
１３７７ヘクタールの水田が転作されていますので、畑地化になりますと、
９７％の転作地が畑地化となり、令和５年度の転作に係る町への産地交付金
額が大幅に減額または不用額が発生することが予想されます。次に、畑地化
を要望している面積の内訳を見ますと、高収益作物が１６８ヘクタール、そ
の他作物が１１７２ヘクタールとなっております。参考に申しますと、昨年
度平取町で畑地化した面積でありますが、こちらのほうは２１ヘクタールと
なっております。次に、昨年度の転作面積１３７７ヘクタールの作目ごとの
内訳についてでありますが、こちらにつきましては、まず、高収益作物が１５
３．７４ヘクタール、大豆、麦、その他作物が１５．８７ヘクタール、飼料作
物が１１７９．８６ヘクタール、加工用米、飼料用米が２７．８１ヘクター
ル、合計１３７７．２８ヘクタールとなっています。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

分かりました。今の説明を受けまして、水田全体の面積の７４％が畑地化を
要望しているということで、説明文にも書いてあったのだけれど３分の２と
いうのがこの数字なのかというふうに思います。そして、高収益作物、これは
ほとんどがトマトだと思いますけれども、これが１５３．１ヘクタールで、大
豆とか麦に至っては１５．８７ヘクタールということです。なかなかここが
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進まないというところが分かりました。それで、この制度によって畑地化さ
れた場合、平取町に配分される中間地域直接支払交付金事業や産地交付金、
これも交付されていますけれども、この国から交付される額についてはどの
ようになっているのか、この畑地化された場合どういうふうになるのか、伺
いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 まず、中山間地域等支払交付金制度でありますが、この制度は農業生産条件
の不利な中山間地域において、農用地を維持管理していくための取り決めを
締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、農用地区分、農用地の傾
斜区分、面積に応じて一定額を交付する仕組みとなっております。平取町で
は、これまで、全町一円での取り組みとし、事業主体が平取町共同集落として
います。令和４年度の実績でありますが、交付対象面積が５５６．２ヘクター
ル、内訳としまして、水田が転作田を含み５４２．９ヘクタール、草地が２
３．３ヘクタールで、交付金は全体で４６１５万５２５５円交付される予定
となっております。国では、中山間地域支払交付金制度と、今回の水田活用の
直接支払交付金制度は別物であり、今回、畑地化になっても、中山間と地域支
払交付金制度上、取扱いには変更はないと言っております。しかし、そう言い
ながらも、国のほうでは地目、田の取扱いについては、従来からですが、湛水
するための畦畔及び灌漑機能を有する用水路が備わっていない農用地は田の
扱いとせず、市町村が現況を判断するものとしております。町では、この度の
畑地化により、令和５年度は事業基準日が違うことから、交付金には影響が
出ないと考えていますが、事業最終年度になります令和６年度は、仮に水田
が除外された農用地は、現況、既にもう灌漑機能が低下しておりますので、施
設の経年劣化及び管理の面から公平な判断が困難と判断し、中山間払交付金
制度でも、田から除外する方向で今後は地域に説明していきたいというふう
に考えています。また田から畑、草地の扱いになりますと、傾斜区分が変わり
ますので、この交付金額は、また大幅に減額される見通しとなります。次に、
水活に係る町独自の水田農業政策に交付されます産地交付金についてであり
ますが、こちらも、令和４年度は全体で１億２０００万程度交付されており
ますが、畑地化になりますと、交付対象水田が減少することから、こちらも大
幅に減額が予想されることになります。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

今の説明では、令和５年度に関してはそのままでいきますと。しかし、令和６
年度、もし畑地化になった場合は、そこら辺は田と水田というのは金額が違
いますので、そこで減額されることがあるかもしれないという説明だと思い
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ます。それで平取町共同集落というのもあります、この中山間地の中に。そこ
で畑地化された場合、平取町共同集落地、これに関しては事業内容について
も、畑地化になった場合、これについては考え直していくのかどうか、そこら
辺伺いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 現在、中山間地域等支払交付金により、活動しています平取町共同集落であ
りますが、令和４年度の活動でありますが、こちらのほう、交付金４６１５万
５千円に対して、個別支払分が２２３３万２０００円、自治会で行っていま
す花壇整備への支援が１００万円、農産物加工センターを活用し、取り組ん
でいる女性部への支援が４８万６０００円、土地基盤整備が１７３７万７０
００円、土地改良区負担軽減助成については６００万を充てる予定で、今現
在取り組んでいます。しかし、先ほど申し上げましたとおり、交付金が減額と
なれば、自ずとこの事業活動の見直しが迫られますので、令和６年度以降に
向けては、この平取町共同集落推進会議を中心に今後地域の生産者の皆さん
と協議を進めていく必要があるかというふうに考えております。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

結局、畑地化にすることによって交付金がどこの分野でも減らされるという
説明だったと思います。それで、今までの話を聞きまして、農業全体が畑地化
に伴い影響を受け、農地の在り方が変化していくように思います。そこで行
政が重視することは、生産者が営農を継続できる環境づくり、その上で新規
就農者を増やしていく必要があります。再生可能になるための所得がしっか
り生まれる環境を行政的にも支援する必要があると思いますけれども、そこ
ら辺いかがお考えでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 中川議員がおっしゃるとおりと私自身も考えております。町のほうでは、生
産者が営農を継続できる環境として、町の総合計画の中でも位置づけをして
おります、認定農業者制度の認定活用を推進していきたいというふうに考え
ています。認定農業者制度は国の制度でありますが、生産者が市町村の農業
経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意
工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定をし、これ
らの認定を受けた生産者に対して、重点的に支援を行っていくような措置が
講じられています。具体的なメリットとしまして、国の補助金の採択要件の
一つになっていたり、また、投資会社からの出資、超低金利な融資、経営所得
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安定対策の加入、農業者年金での社会保険料の調整、あと、農業経営基盤強化
準備金制度で税制の特例措置などが受けられる制度になっております。現在、
平取町では１９７名の生産者が、こちらの認定農業者に認定されております
が、未だ総合計画に示しています目標には至っていない状況であります。町
としましては、引き続き、この認定農業者制度を推進していきたい、取り組ん
でいきたいというふうに考えています。次に、新規就農者を増やす取り組み
についてでありますが、こちらのほう、これまでも取り組んでおりまして、令
和４年度は６戸受入れ、令和５年度は２戸受入れする予定で進めています。
あるいは５年度からは、新たに単身者用研修農場チャレンジ農場を設置しま
して、意欲ある農業者を育成、増員を目指していきたいというふうに考えて
います。また、新規就農者の施設整備についても、年々整備費が増額になって
いることから、初期投資を抑えるためにも、新設に替わる第三者継承支援事
業等に推進していくような形で、町としては進めていきたいと考えています。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

今課長の答弁の中で認定農業者、これを推進していくということで、平取町
では１９７名ということで、私もその１人ではあるのですけれども、自分も
今年もう６０歳ということで還暦なのですけれども、もう私より若い人方で
まだ認定農業者になっていないという方が結構おられるのでしょうか。そこ
ら辺ちょっと確認しておきたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 若い方というか、後継者の方ではまだ当然なっていない方はいますけれど、
経営者の方、お父さんとかはなっている方がいるので、それが経営移譲する
形の中では、今後、認定農業者にはなっていくのかと思っています。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

なるべく若い方々に推進してもらいたいと思います。あと、トマト生産で新
規就農者を受入れに力を入れています。今ここにきて資材や燃料、また運送
費についても値上がりして、経費の削減が厳しい中で利益を出すのも難しく
なってきております。トマト生産だけでなく、新たな環境支援も必要だと思
います。担い手確保も重要ですけれども、労働負担の軽減や休日の確保を支
えなければ新規就農者は増えてこないと思います。営業支援の仕組み作りや
スマート化の推進に向けた政策がここで必要になってくると思いますけれど
も、そこら辺、どうお考えなのかお聞きしたいと思います。
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議長 産業課長。

産業課長 私も中川議員がおっしゃるとおりと考えております。特に、労働環境の改善
でありますが、早急に検討する必要があるというふうには考えております。
現在、平取農協が取り組んでいます外国人技能実習生の導入についてであり
ますが、町内で中国人を中心に、今現在では７５名の方がトマト生産者のも
と従事しております。コロナ禍の前でいきますと１００名以上の技能実習生
が従事しておりましたが、コロナになりまして入国制限等があり、思うよう
に人員を確保出来ないために、規模を縮小し生産をしているトマト生産者も
中にはいるというふうに聞いております。農協ではこれらを解消するために、
インターネットによる１日農業バイトデイワーク制度を活用しながら、人員
確保に努めております。今後は、予想される耕作放棄地や荒廃地を含む土地
利用の中で作業形態の確立、スポット的に確保することも含めた人員確保に
向けて、農業協議会を中心に協議、検討していかなければならないというふ
うに考えています。次に、スマート農業の推進についてでありますが、こちら
のほうも、昨年、平取農協では、測位衛生システムを活用するリアルタイムキ
ネマキック基地局を全町が網羅できるように、貫気別に設置をしております。
この基地局は、衛星システムからの情報により、精度の高い位置情報に変換
し、正確な位置情報をもとに農作業機械等、無人で運転できる仕組みが整え
ることが出来ます。そうなれば、作業の省力化にもつながり、人員不足の対策
にも効果が期待出来ます。今後は、こういった施設を有効活用とする補助事
業等を導入して普及拡大に努め、人を必要としない農作業形態により、作業
の省略化を進めていくことも必要と考えておりますので、今後そういう形の
中で町としても取り組んでいきたいと思っています。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

今、１日農業バイトデイワークというこの制度、今農業者、結構役に立ってい
ると思うのです。水田、田植期とか、本当に重要な農繁期にはこの制度、非常
に人手も多く、いないところをこの人方が手伝ってくれるということで非常
に助かっています。それと作業の省力化ということで、これは機械が主に必
要だと思うのですけれども、人がいないから機械を使わなければいけないと
いうことなのですけれども、その機械が今どんどん高騰化してきていますの
で、そこら辺は行政としても補助を出すなり、そういうことをやってもらい
たいと思っております。それで、畑地化になった場合、国は定着促進支援で５
年間１０アール２万円を交付されますが、それ以後については何も支援があ
りません。また、５年間水張りをしない水田にも、それ以後交付対象から外れ
ますということでございます。耕作放棄地や荒廃農地を増やさないためにも、
町内の農地をいかに活用していくかが重要であります。そのためにも今後、
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現場の意見を丁寧に聞き、離農が増えないような支援を考えていかないとい
けないと思いますけれども、そこら辺は、どうお考えでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 中川議員がおっしゃいます令和５年度に畑地化した場合、国は５年間、当該
農地で生産物を生産出荷する条件で、反当たり２万円を交付する畑地化定着
促進支援を拡充しております。しかし、こちらの定着促進支援金の先ほど申
し上げました畑地化支援金も、既に国に要望面積、要望金額を上げている状
況でありますが、未だ確かな情報ではありませんが、全ての面積が採択され
るとは限らない状況となっております。国はあくまでも、その予算の範囲で
交付するということでありますので、国の予算はこの畑地化に関して言いま
すと、２７２億円の予算措置をしており、今回、平取町から要望している金額
が２２億３０００万円になります。また、ＪＡ北海道中央会からの情報であ
りますが、北海道全体で約５００億円を国に要望していることでありまして、
国は今年１月に、この畑地化についてポイントによるふるいをかけて、３月
末に生産者ごとに採択、不採択について各市町村再生協議会に通知すること
としております。従いまして、今の段階では平取町がどの程度、畑地化になる
か正直わからない状況であります。なお、不採択になりました水田につきま
しては、これまでどおり引き続き交付対象水田になりますので、令和５年度
は産地交付金の対象となり、畑地化については令和６年度以降ということに
なります。次に、町内の農用地を今後いかに活用していくか、地域生産者ごと
の対話についてでありますが、町では令和４年度から水活の制度が厳格化、
大きく見直しされることになりまして、これまで、土地改良区を通じて、町、
農協、改良区、農業委員会の協力を得て、ともに各地域にあります水利施設維
持管理組合の生産者の皆さんと制度見直しによる影響から、これからの平取
の農業、地域農業について話合いを持ち続けております。しかし、こう国の制
度が目まぐるしく変わりますと、なかなか十分な協議にまだ至っていない状
況でありまして、特に今回の畑地化につきましては、こんなに早く大半の水
田が全て畑地化を要望するとは想定していなかったことと、要望してもどの
程度畑地化にされるか検討がつかない状況であります。そういった中で、地
域によって実情が違い、土地利用、流動化、集約化、また担い手、人手不足、
作業効率についても、それぞれ地域によって考え方が違います。担当である
産業課としましては、もう少しこちらのほう時間をかけながら、地域生産者
の意見を聞きながら、町としてこれから何ができるか、何をしたら良いか、考
えていきたいというふうに思っています。もっと生産者のところに足を運び
ながら声を聞き、町内農業団体と連携をしながら、これからの平取の農業に
ついて、地域農業について、課題解決に向けて協議、検討していきたいという
ふうに考えています。その内容がまとまりましたら、また議会のほうに報告、
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お諮りしたいというふうに考えています。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

今の答弁を聞きまして、ちょっとポイントの話をされていましたけれども、
私もこの情報を聞いた時は驚きました。２月の産業厚生常任委員会の中で説
明した時とは状況がかなり変わってきていると思います。つい先日、３月３
日に転作田の委託契約の際に、このことについて説明がありました。畑地化
は国予算の範囲内で採択されるものしか出来ませんという説明でした。そこ
で事業採択の基準が説明されましたけれども、このことについては、以前か
ら行政としては分からなかったのかというところをちょっとお聞きしたいと
思います。

議長 産業課長。

産業課長 先ほども申し上げましたとおり、畑地化支援の予算につきましては、昨年の
１１月、１２月の国の予算、令和４年度の補正予算と令和５年度の予算概算
決定にて大枠の２７２億円については、国から示されておりました。しかし、
詳細につきましては、町から年前の年明けもそうなのですが、北海道、国に対
して照会をしても未だ分からない、流動的というような形での回答でありま
した。そういった中で、国のほうでは今年の１月末にようやく予算の範囲内
で支援する畑地化について、具体的なポイントの内容が各市町村に示されて
おります。その後、北海道のほうから２月２４日時点での北海道で取り組む
産地交付金の方針と、各市町村に当初配分する地域額及び畑地化支援につい
て、北海道の考え方が各市町村に示されたところであります。その考え方で
いきますと、北海道としましては畑地化支援が採択されるか、ならないか、未
だ分からないために、不採択になる前提で北海道枠の予算を減額しまして、
各市町村に当初配分を増額していきたいという考え方が示されました。結果、
昨年度とほぼ同額程度の市町村への交付金、平取町への交付金が交付される
ことが分かりましたので、先週３月２日の時点で、農業協議会の幹事会を開
催しまして、当町での畑地化支援及び令和５年度の産地交付金のメニューに
ついて、対応並びに協議を行っております。畑地化については、昨年度の水活
の見直しのときもそうでありましたが、情報が錯綜していまして、事業がス
タートするぎりぎりまで生産者の方々に、昨年もそうなのですが、いろいろ
ご迷惑をかけた経緯があります。そういったこともありまして、今わかって
いる範囲で今週、農協のほうで行っています地区懇談会や文書で通知、発信
することとしております。また、農業協議会のほうでは、今月の２０日に３地
区で令和５年度の産地交付金のメニュー案について説明会を開催する予定で
おりますので、その時に丁寧に畑地化支援についても説明していきたいとい
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うふうに考えています。したがいまして、中川委員からご質問ありました、そ
の２月開催時点の産業厚生常任委員会の中では、まだ正直うちのほうも情報
があくまでもちょっと曖昧だったために、説明のほうは控えさせていただい
ております。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

答えについては、また後ほど農家の皆さんに説明してくれるということでよ
ろしいですね。分かりました。それでは、ここからちょっと町長にお聞きした
いと思います。高齢化が進む中で、農家は何とかして自分の農地を活用して
いきたいという思いは強いです。農地の集積、集約も大事ですけれども、農家
の思いに寄り添い、営農継続できるように各地域に出向いて、これから将来
を担う農業者たちと話合いを持たなければならないと思いますが、行政的に
そのことについて町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

議長 町長。

町長 今、中川議員のおっしゃるとおりだというふうに考えてございまして、当た
り前のことですけれども、当町の基幹産業、一次産業、とりわけ農業というこ
とでございまして、このことは当町の歴史、気候、風土、町民の気質などから
見ても、将来も変わらないものではないかというふうに考えてございます。
安全で安心して食すことのできる農産物を全国に供給するということは、地
元の産業の活性化のみならず、食糧の安全保障や国内の食料自給率の向上の
観点からも、当町の生産者が担う大きな役割だというふうに捉えております。
北海道開拓期から先人の築いた農地で、先人の思いを引継ぎながら生産を続
けていきたいといった強い思いは、これはもう当然のことだというふうに考
えてございますし、私もそのように理解をしているところでございます。今
まで逐次、課長のほうからも答弁ありましたけれども、これから国内外の食
料の需給事情の変化ですとか、今まで経済活動のグローバル化といった中で
本当に日本の農業政策というのは翻弄され続けてきたのではないかという印
象を持っておりまして、そういった結果として農村からは人が少なくなり、
耕作されない農地が増え続けてきたというような現実があるのではないかと
いうふうに思っております。昨今の戦争などをはじめ不安定な世界情勢の中、
日本農政は極めて厳しい状況でありまして、改めての変革を求められている
というふうに思っておりまして、それに対応しなければならない状況だとい
うふうに思っております。このような国の農業に対する基本的な姿勢を注視
しながら、現在当町の取り組みをさらに検証なども行いながら、今後平取町
農業が継続可能であるために今何をすべきか、何が農業者の皆様の思いに届
くものになるかを、農業者の皆さんの議論を基本として進めてまいりたいと
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いうふうに考えておりまして、今年５月で長いコロナ禍も一段落ということ
になりまして、そういう話合いの機会を制約なしで持てる状況になるという
ふうに思っておりますので、積極的にその思いを聞かせていただくような機
会を持ちながら、議論をしたり、話し合う機会を頻繁に設けながら、今後の当
町の農業政策等について方向性を見出してまいりたいというふうに思ってい
ます。以上です。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

分かりました。今後、５年間水張りをしない水田は、交付対象から外すという
のが国の方針です。平取町農業協議会の案に水田収益力強化ビジョンという
のがありますけれども、地域計画策定の前に農家らによる協議を通じて、農
地の将来の利用について計画を策定し、荒廃化を防ぐよう考えてもらうこと
を願いまして、これで私の一般質問を終了したいと思います。よろしくお願
いいたします。

議長 以上で、中川議員の質問を終了いたします。
続きまして１番櫻井議員を指名します。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

通告いたしました総合計画審議会の在り方、進め方について、一般質問させ
ていただきたいと思います。今回、総合計画のローリングということで、諮問
機関として総合計画審議会が二度にわたって行われまして、主として、新規
事業の説明と協議を経て、答申をされました。私自身議員という立場ではな
く、いわゆる充て職という形でこの審議会に参加する機会を一昨年からいた
だいておりますが、その会議においては、僅かながらの質問に終始し、意見ら
しいものも少なく、残念ながら有益な会議になっているとは思えず、この形
のまま、審議会が行われていくということであれば、言い方は非常に悪いで
すが、追認機関になってしまうのではないかと危惧しているところでありま
す。それゆえにこうして今回、一般質問をさせていただきました。総合計画審
議会は本来、町長から諮問がなされ、当該事業の説明を受け、その後、質疑を
行い、答申案の修正意見を得て答申をするものであります。そして、その総合
計画にあっては、この町の今現在、将来の諸事業実施の根幹をなすものであ
り、自治基本条例にも明確にこう謳われてございます。執行機関は、総合計画
を最上位の計画と位置付け、緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて
実施しなければならないと。当然のことながら、この審議会は本当に重要な
ものでありまして、委員も慎重にかつ真剣に責任を持って議論しなければな
りません。しかしながら、残念なことに私が参加した本年度でありますが、二
度にわたる審議会においては、意義あるものになっていたとは思えませんの
で、今一度この審議会の在り方、あるいは進め方というものを検討すべきと
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考えてございます。まず、何故に活発な議論の場になりづらいかと考えると
ころでありますが、様々な事業に対して、委員それぞれがその事業内容を深
く理解していないことが主因であると思っておりますし、その機会を十分に
持たなかった行政側にも責任があったのだと思っております。ですから、審
議会を進めるに当たっては、まず、議場ではなくて、コンパクトな部屋を使用
し勉強会のような形で新規事業、あるいは大きな事業をメインに詳細な説明
をいたしまして、自由濶達な意見や質問が生まれるような環境を設定すべき
ではないかと考えております。その中で一定程度の意見の集約を図り、その
後の審議会で意見をしていただくという形をとってはどうかと思います。も
っとも、審議委員にもこれまで以上に時間的な負担をかけることになります
ので、それなりの覚悟と意思を持って参加していただかなければならないと
いうことはありますが、このことについてまずお伺いをいたしたいとそのよ
うに思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

今の提案につきましては、諮問機関である総合計画審議会のほうが、議論が
十分に闊達な議論になっていないというご指摘と、その前段としてコンパク
トな勉強会のようなものを催すべきではないかというご提案かというふうに
お伺いしました。その点については、なかなか今年の事業実施計画、一般会計
分だけでも、１９９だったと思います、基本計画段階の各事業のＫＰＩの数
も２４５ということで、これを３年ごとローリングして、やはり全体を把握
するというのは、担当課でもかなり厳しいものがあって、それを２回の審議
会で、これを活発な議論の中で全体について十分な議論ができるかというと、
なかなか難しいものがあると思います。ご指摘のようにもっと前段から勉強
会のようなものを催して、審議会の委員の方々にある程度丁寧な説明ですと
か、同じ目線合わせというか、事業の内容から、まず分からないというような
新規事業も出てくるかと思いますので、そういった機会を設けるということ
はやり方として、まずいい提案かというふうに思います。あとはお話にもあ
ったとおり、こちらがするというところで、かなり審議会の皆さんへの負担
というのも出てくるというところなので、あとその時期についてもかなり早
まるということになると思うので、このことについてどれくらいできるか、
あるいは本当に勉強会のようなものをうまく組織できるかというところをし
っかり検討して、ご提案に沿った形が可能かどうか、きちんと結論づけをし
て、また返事をお返ししたいと。そのための検討をまず始めたいというふう
に思いますので、よろしくお願いします。

議長 １番櫻井議員。
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１番
櫻井議員

先日、外部評価委員会というのに出席させていただいたのですけれど、本当
に、あそこの委員も少ないのでコンパクトな、それこそ会議室で会議が行わ
れたのですけれど、座長が慣れているというか、上手な方で意見を吸い上げ
る、そういったことも確かにうまいということもあるのですけれど、ああい
う場だと本当に様々な、なるほどというような委員からいろんな意見出るの
です。ああいうやはり場を設定すると協議しやすい環境をつくるというのは
非常に大事なことだと思いますので、まずはそういうとこから始められたら
というのは、その時も課長とも話したのですけれど、十分に感じましたので
そういうまず環境の設定ということが必要だと思います。それと、本当に今
いろんな形で事業がすごい多様化と、数がすごく増えているということはも
う十分に承知はしているのですけれど、それゆえに、審議会の在り方という
ものをもう一回考えていかなければならないと思っておりますので、ぜひと
も分けていただきたい。そのように考えていただきたいと思います。それで
今、関連して課長のほうからも出たのですけれど、課長のほうに請求しまし
て、かつての総合計画審議会条例という条例だったか、それについて資料提
出させていただいたのですけれど、その中に専門部会の組織のことが書かれ
ておりまして、まさにこれではないかと私は思ったのです。一応、専門部会と
いいますか、この事業を一定程度分けて、そしてその部会に人員を４、５人ず
つでも張りつけて、各部門ごとに会議をするというのが、この事業内容を把
握するというか、理解する上で有効な手段ではないかと思ったわけでありま
して、それについては、委員それぞれが全体の事業の把握という意味ではち
ょっと希薄になるという部分はありますけれども、そのあとの審議会をまた
行うわけでありますので、これまでとそんなに遜色はないのかと思うので、
専門部会の組織ということについて設立というか、審議会の中に置くとすれ
ば、どうなのかということで、そちらのお考えを伺いたいと思いますが、いか
がでしょうか。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

前段のコンパクトな勉強会みたいなものが、先日の外部評価委員会のような
もののイメージだというのがわかりましたので、ちょっと外部評価委員会に
ついては、開催時期が遅かったという反省がありますので早くに行って、あ
と勉強会について検討する場合は、評価委員会のようなサイズのものですと
か、ああいった形式のものをちょっと意識して検討したいというふうに思い
ます。それと、専門部会については、審議会の条例の施行規則のほうに専門部
会を設けることができる旨の規定がありまして、こちらについては、主に総
合計画１０年ごとに計画を策定する際に活用されていたかと思うのですけれ
ども、まず、今の審議会の形式として採用していないという形になります。今
後、今のメンバーでこの専門部会を設けて検討するというところになるかと
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思うのですけれど、今現在、メンバーが４年に委嘱をしていて、令和５年は同
じメンバーになるので、現在のサイズだと１３名という形になります。専門
部会を設けるのにこの人数が丁度ふさわしいかというか、例えば、追加募集
が必要なのかとか、またどんな部会を設けるか等、また検討が必要になると
思いますので、この辺も勉強会とあわせて提案に沿った形がとれるかどうか
検討して、結論づけてまいりたいというふうに思います。以上です。

議長 １番櫻井議員。

１番
櫻井議員

専門部会の自分の認識というか、それがちょっと課長の言うところの専門部
会とちょっと差異があったということであれなのですけれど、やはりこの組
織の在り方というのは別にして、やはりこういう形でその勉強会というのか
専門部会というのかは別として、こういう形をとるべきだと、それで議論が
深まるのだったらこういう形をとったほうがいいのではないかというのは、
私も十分に思いますので、今後、実施に向けてぜひとも検討していただきた
いとそのように思ってございます。それと、今課長から最後にあった審議会
委員の選出についてなのですけれども、本当に今私が言ったようなことを実
施するとすれば、恐らくもう少し多人数といいますか、人数的には増えてい
くのであろうと、十分に想定されるわけでございますが、できれば、委員の選
定に関してですが、各団体の長を委員とすることもいいのでありますが、そ
れをも含めまして、審議会の重要性を十分に理解していた上で、積極的に参
加していただける方の数名の枠組みというのですか、そういうものを増やし
て町からの指名をもってあわせて組織すると議論が本当に活発になるよう
な、そんな審議会になるのではないかと思っておりますので、それについて
もぜひともお願いをいたしたいと思います。この方法につきましては、以前、
山田課長との雑談中にも伺ったことで、私は本当に有効な手段だと思ってお
りますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。それと、先ほどの最初
の質問の中で課長も答えといいますか、あったのですけれど、昨年も１２月
の暮れも本当に押し迫った時期に、２回目の審議会が行われておりまして、
これまでも再三申し上げてまいりましたが、さらにこの審議会の充実を図る
ということであれば、時間的なものすごい労力も含めてあろうかと思います
ので、もう少し前提的なスケジュールというものを早めていただきたいと思
っておりますが、それについてはどのようにお考えでしょうか。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

まず、スケジュールを早めるに当たっては、現在の総合計画の組立てから考
えると、まず担当各課に新規事業等の提案を早めていただく等の対応が必要
になってくると思います。それとこれでもかなり平取町は通常の予算査定よ
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り、毎年総合計画のローリングを行うということで、かなり早い段階での予
算査定に似た感じの、逆に言うと、もうちょっと詳細な町長ヒアリングを実
施しているという実態があります。これを早めるというところは、担当各課
に資料等の準備を求めるということになるので、かなり負担になってくると
いうことと、早い時期にやるとそれだけ特定財源等の裏づけが、まだはっき
りしないとか、その辺の精度を欠くというような悪い面も出てくると思いま
す。かといって、毎回１２月にやっていていいというものではないので、なる
べくこれを早く、どれだけどういうふうに早くできるかというのは、いろい
ろ検討が必要だと思っておりまして、まず、先ほど申し上げた外部評価委員
会は、まず、しかるべき時期にもっと早い時期に開催をするということと、１
回目の答申を経てから地域に出て、地区で懇談会を開いて意見のほうを聞か
せていただいていたのですけれども、この地域を回るというところは、例え
ば、令和元年に町長が町長になった時に、まず地域の意見を聞きたいという
ことで８月に事業実施計画ではなくて、予算概要書を持って地域を回ったと
いうことをしたのですけれど、あの時期にその地域の意見を聞くということ
をやるというのも、逆に言うと総合計画に早くに反映させられる可能性もあ
るので、その辺をちょっと早めることで全体のスケジュールを押し上げられ
ないかとか、そういうすぐできるようなスケジュールの見直しで何とかなり
そうなところは、なるべく善処をして、すぐに前倒しを出来ないかというこ
とを考えて検討したいというふうに思います。あと、それ以上の部分になる
と本当にいろいろな意見を聞きながら、総合計画自体がかなり大きなものに
なってしまっているというのがあるので、総合計画の根本的な見直しみたい
なのを考えないと、ちょっとなかなか、その審議会がうまく機能するという
ところにまで至らないのかというところもちょっと考えていますので、その
辺も含めて、まずは担当課段階でどういった形がふさわしいのかも含めて検
討したいというふうに思っております。以上です。

議長 １番櫻井議員。

１番
櫻井議員

地域を回る、８月に、そのことを早めると１回目の審議会は、一定程度早まる
にしても、２回目は難しいということであろうかと思いますが、正直、クリス
マスを過ぎた時期に２回目の審議会をやられるのが、さすがの私でも少し慌
ただしい時期でありますので、その辺の開催につきましては、考えていただ
きたいと思いますし、審議委員が例えば増えるとしたら、恐らく出席率も悪
くなろうかと思いますので、十分そのことは想定出来ますので、幾らかでも
やはり早めていただくというのがよろしいかと思いますので、今後ともよろ
しくお願いいたしたいと思います。ちなみにですが、先ほど参考にいたしま
した審議会条例及び施行規則については、昭和４１年施行の平取町総合振興
計画審議会条例及び施行規則をもって、それを元に発言させていただいてお
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りますが、名称及び内容についても５０年以上改定されておりませんので、
十分に検討した上で、できる限り早く善処していただきたいと思っておりま
すので、よろしくお願いをいたしたいと思います。加えて、今回の調査で気づ
いたのですが、自治基本条例の一次改訂が行われてからもう８年が経過して
おりまして、これにつきましても早急な対応を希望いたします。この２件に
つきましては、質問の本旨から外れておりますので答弁はよろしいかと思い
ます。それと次の質問に移りますが、今回、総合計画の新規事業の中に振内中
学校が統合されるとして、スクールバスの購入事業費１５００万円が計上さ
れておりましたが、令和５年度の予算書からは削除されているという形にな
っております。このことの内容につきましては、今回の質問の趣旨に沿うも
のではありませんので言及はいたしませんが、審議会におきまして町側から
提案され、審議し答申した事業が取り除かれるというのはいいことなのか、
自治基本条例には抵触しないのか。あるいは、諮問機関としての総合計画審
議会そのものを軽視といいますか、否定することにはならないのか、伺いた
いと思います。それとこういったことが、以前にもあったのかどうか、それも
含めて質問いたしたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

まず、ご回答はご容赦いただいたのですが、条例と規則、現況と合っていない
というご指摘については、すみません、早急に対応したいと思いますので、よ
ろしくお願いします。あと自治基本条例の見直しについても、ご指摘のとお
りですので、今まずはレビュー会議を開く準備ということで、手はつけてい
るのですけれども、なかなか示すところまでいっていないというところなの
で、こちらも作業を急ぎたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
最後の部分なのですけれども、この総合計画の投資的な事業のローリングに
ついては、それに合わせて、ご案内のとおり経常経費を含む町の予算全体に
ついても財政シミュレーションを行って、そこで計上させていただいている
ところです。ただ、１２月の財政シミュレーションの後に、予算編成が確定を
してくるため、この段階でも町長、副町長及び財政部局とのヒアリングを計
上及び当初予算、それぞれで実施していくスケジュールというふうになって
います。その中でどうしても予算編成上、その総合計画に計上されている投
資的事業が計上されないケースも出てまいります。これは総合計画自体から
削除したということではなくて、予算編成上ちょっと当初予算に計上出来な
かったということになります。裏を返すと、財政シミュレーションの予定額
が予算編成にそぐわなかった、財政シミュレーションが精度を欠くものであ
ったというふうに言えると思います。この辺はちょっと大変申し訳ないと思
うのですけれども、どうしても経常経費も含めて予算編成する中では、当初
予算に上げがたいということに、財政上なってしまうケースも出てくるとい
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うことがあります。例えば、今年の他の部分で、ご指摘の部分以外でいくと、
例えば、当課のアパートの建設助成の補助金も当初予算からは落とさせてい
ただいています。今のところ令和５年に対する相談がないということで、ま
ずは当初落とさせていただいて、４月にいつも募集という形で載せるものを
建設の相談という形で広報させていただいて、改めて令和５年中にアパート
助成の希望がありそうな場合は、補正させていただくですとか、そういった
対応をしたいというふうに思っております。なので、完全に総合計画から予
算に計上されなかったということで、計画からなくなってしまったというこ
とではないので、その辺で自治基本条例に抵触するですとか、総合計画や審
議会の答申を軽んじているというものでは決してないということで、ご理解
いただければというふうに考えております。以上です。

議長 １番櫻井議員。

１番
櫻井議員

審議会って、もともと事業説明をして来年度の予算にこういう形で上げます
ということの説明というか、そのための審議会ですよね。これ、もともと自治
基本条例の１７条を調べますと、執行機関は社会情勢の変化に弾力的に対応
するため、第１項に規定する基本計画を審議会などの検討を経て、必要に応
じて見直す云々というふうに書かれておりまして、見直す場合といいますか、
予算に計上されないのだったらやはり審議会に、今回はこういう形でこうな
りましたという説明なり、検討するなりということが、僕はこの基本条例か
らいうと必要なのではないかと思うのですけれど、自分の見解とそちらの見
解がやはり違うのか、僕は自治基本条例を読むとこういうふうに読み取れる
のです、どうしても。だから、ほかにもこういう、先ほど民間アパートです
か、そのことも実際には上げていませんと言われるのかもしれないけれど、
今回、たまたまいろんな問題でスクールバスというのが注目を浴びたせいか、
目についたから、たまたまこういう発言が出たのかもしれないのですけれど、
従来もこういう形で計上されていなかったのかというのは、残念ながら自分
では気づかなかった、あるいは総合計画審議会に出席をして、そういった機
会を設けていただいていなかったということもあるのかと思いますけれど、
やはり自治基本条例の基本理念といいますか、それから僕はちょっと外れて
いるのではないかという感じは否めないのですけれど、もう一度ちょっとそ
の辺のことをご説明していただければと思いますけれど。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

１７条の規定に照らしてということで、その辺の見解というところだと思う
のですけれども、まず、予算には載ってはいないのですけれども、ただ総合計
画から事業を削除したわけではなくて、当然ながら答申後に大きな金額のま



- 17 - 

さにその答申をした内容を変えるということであれば、そこは当然、審議会
なりをもう一度開いて検討する必要があるというふうに考えております。現
在も逆に全く載ってないもの、急遽、例えば令和５年度に総合計画に登載し
たいと。それが事業の意味合い的にも金額も大きいものであれば、総合計画
の審議会を開くということになっておりますので、そういった対応はしてい
きたいというふうには思うのですけれども、繰り返しになりますけれども、
先ほど例示したような事業については、特に総合計画から落としたというこ
とではなくて、総合計画の答申が終わった後に予算だけちょっと見直させて
いただいたという時系列で、そういう見解でありますのでご理解いただけれ
ばというふうに思います。

議長 １番櫻井議員。

１番
櫻井議員

なかなかご理解はしづらいのでありますが、今後とも審議会において決定し
た事項については、できる限り履行していただきたい。予算にも載せてもら
って、この審議会が有益なものだったのだと、審議会委員にそれぞれが納得
するといいますか、理解できるような形をできる限りとっていただきたいと
思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。改めてまた
言うこともないのでしょうけれど、この事業評価シートを見ても、この事業
は有効である、妥当性も有効性も優先性も必要であるというような評価は実
際出て、合計評価点も非常に高い事業であったにもかかわらず、今回こうい
う形になった、いろんな事情があるのは十分知っていて言っているのですけ
れど、だからこういう評価の高いものが、どうしてこういう今回形になった
のかということも含めて、行政としては責任を感じるというか、受け止めて
いただきたいとそのように思っておりますので、よろしくお願いをいたした
いと思います。先ほどから言及しておりますように、審議会の重要性という
のは非常に重く高いものでありまして、議会においてもなかなか策定された
ものに関して関与しづらいという、そういった側面も持っているこの総合計
画でありますが、もう少し本当は議会の在り方も、この総合計画の関与の仕
方についても議論の余地があろうかと思いますが、実際にこの重責を担う審
議会から出された答申に対し、一切の説明もなく削除されるというのは、削
除という言葉が不適切かもしれませんが、審議会そのものの在り方というも
のがちょっと軽視といいますか、疑問符が残るような在り方になってしまい
ますし、そのことについては、自治基本条例の行政運営、それにも十分照らし
合わせましてお考えになっていただきたいと思っております。今回の私の提
案が、全てベストなものだとは本当に思っておりませんので、他の自治体の
事例も参考にしながら、良いものをつくり上げていただきたいと思っており
ます。先ほどからも何度も申し上げておりますとおり、総合計画は平取町の
目指すべき将来像を具体化、具現化するために最も重要な計画であります。
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それを審議する場の充実を図ることこそが肝要だと思っております。単なる
追認機関ではなく、様々な意見の飛び交う、そういった有益な審議会にすべ
く今後も検討されること、そして、平取町自治基本条例の重要性を今一度認
識していただきまして、くれぐれも平成２０年の策定のときから懸念してい
た、遠藤町長も当時携わっていたのでこの言葉は身に染みて分かるかと思い
ますが、決して絵にかいた餅にならぬようにお願いをいたしまして、質問を
閉じさせていただきたいと思います。以上です。

議長 答弁はよろしいですか。
休憩いたします。再開は１０時５５分ということでよろしくお願いします。

（休 憩 １０時４２分）
（再 開 １０時５５分）

それでは再開します。
次に、８番鈴木議員を指名いたします。８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

人工透析の開設について伺いたいと思います。昨年１２月定例議会におきま
して、透析室の開設を求める請願が賛成多数で採決をされました。請願を出
された透析患者家族会の皆さん、そして町立病院の医療体制のさらなる充実
を求める皆さんから喜びと期待の声が寄せられるとともに、１日も早い開設
が求められているところであります。そういったことから、町政執行方針で
は、町長がどのように述べられてくるのか大変注目をしておりまして、来年
度の予算書とともに町長の執行方針が届くのを、これは本当に初めての経験
でしたけれども大変心待ちにしたというところがありました。ですから、届
けられた時にはすぐさま読みまして、医療の項目のところにつきましては読
みましたけれども、内容としては、町国保病院の経営健全化の具体的な方策
や昨年議会で請願採択された人工透析の可能性についても、様々な角度から
検討を行い云々ということで述べるにとどまっておりました。透析患者数の
増加によりまして、門別国保におきましては、満床のために受入れてもらえ
ずに、やむなく苫小牧まで通院する患者もいるなど、町内の透析患者を取り
巻く状況につきましては、患者家族会の陳情からも町長におかれましては十
分に認識されているというふうに思っております。それにも関わらず、実施
に向けた検討ということではなくて、人工透析の可能性と述べているところ
のお心の真意について伺いたいと思います。

議長 町長。

町長 昨年１２月議会で採択されました平取町国民健康保険病院における透析室開
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設を求める請願の趣旨を、町としても真摯に受け止めさせていただくもので
ありますし、請願の採択もございましたけれども、ご質問にあったように患
者家族会からの直接的な要望もありまして、その患者様とご家族の切なる思
いを受け止めさせていただきたいというふうに思っております。人工透析の
可能性について検討するといった表現の真意ということでございますけれど
も、現在までにも平取町国保病院での透析室の開設について、今までも検討
されてきたという経緯もございます。ご存じのとおり、今現在、新しい病院の
建て替えの際、病院の経営等について病院改築事業検討委員会の議論を経て、
答申された内容を受けまして、町としてもこの人工透析については今回の新
しい病院の改築には盛り込まないといったような判断をさせていただいて、
それに沿って改築が進められたというような経緯もございます。私はこの改
築のタイミングで、当院で透析室を開設しないとの判断をいろんな意味で非
常に大きな判断だったというふうには受け止めているところでございます
し、再度その時点から患者数の推移ですとか、病院の財政状況なども刻々変
化をしておりまして、その辺も検証しなければならないというふうに思って
おりますし、また、採択に関していただいた附帯意見でございますけれども、
今後の平取町の医療の在り方を検証し、慎重なる経営分析のもと、町民に必
要な医療環境、持続可能な医療体制の整備を進められたいという附帯意見も
ありまして、議会、町民の皆様の様々のご意見等もあることも承知をしてい
るというようなことでございまして、このような様々意見が存在することか
らも、現時点で実施に向けての検討という域には至っていないというような
ことを判断させていただいて、まずは当院の改めての経営分析、経常見通し、
当町の地域医療の在り方、それからより具体的なシミュレーションなども含
めて、本当にこの実施が可能なのかというようなことを検証するところから
始めなければならないというふうに考えてございまして、このような表現に
なったということをご理解いただければというふうに思っております。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

町長から、今お答えいただきました。それで新築の際に検討委員会で取り組
まないという判断があったというお話もありました。その時点での判断基準
の一つ、私の記憶していることにつきまして申し上げますと、一つは、隣町で
透析をやっている、そして、うちの町の患者もそこで治療を受けている。そう
いう状況の中で、隣町がやっている診療を奪うような、そういう真似はしな
いということが一つのその頃の協議の中身であったというふうに、検討した
結果の中身であったというふうに記憶しております。しかしながら、一昨年
１２月、患者と家族の会の代表の方、お二人が町長室で約１時間ほどにわた
って、そして私と金谷議員も同席もしましたけれども、訴えられた中身は先
ほどちょっと触れましたけれど、本当にもうそういう時期とは全く違うと。
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そして、通院するのも大変、今はバスの送迎がありますけれども、それにして
も、身体的、金銭的にも非常に大変な状況にある。そういうことも含めて、そ
してまた門別町自体でも、例えば新しい患者が出ても満床のために治療を受
けることが出来ないような事態まで生まれてきていると、そういうことを含
めて町長に陳情があったというふうに思っております。そういう事態を十分
控えた上で、ですから私、本当はこの陳情を受けた後、この１年以上の間の中
で町長からやはり何らかの発言があるのか、そういうことを思っていたわけ
ですけれども、非常に残念ながらそういう発言というのは一切なくて、それ
で、議会が１２月に議決をしたという形の中で、改めて町長自身の考え方は
本当にどうなのかということを今お伺いしたところであります。そういった
意味では、残念ながらこれから全てが検討なのだというような形でお話を受
けたというのが、ある意味本当にせっかく患者の皆さんも期待して待ってい
たこの期間の中で、そういうお答えだということは非常に残念であろうとい
うふうに今思います。次に、もう一点、町のこの件に対する考え方というか、
そういう点で伺っておきたいと思いますけれども、我が町では、令和３年度
に電子カルテ、４０００万いたしましたけれども、それを国のコロナ交付金
で購入しております。そして、今議会においてもコロナ交付金でＬＥＤ内視
鏡８８０万ということで購入が議決となったところであります。このコロナ
交付金事業は、事業費の１００％が充当となる大変自治体にとっては有利な
制度であります。何を言いたいのかといいますと、国のコロナ交付金で透析
の医療機器も申請をすれば、購入の可能性があったのではないのかというふ
うに私は考えております。産業厚生委員会で請願審査しておりました中で、
病院から委員会のほうに出された資料におきましては、透析機器及び備品類
ということで、５床分でありますけれども、金額としては３３０６万３００
０円と示されているところであります。現に今年度において、このコロナ交
付金で透析の医療機器を導入した、そういう事例が実際にあるという話も実
は伺っております。そういうことから、町長や担当部署ではそういう情報は
当然知っていたのではないかと思いますけれども、その点について伺いたい
と思います。

議長 町長。

町長 正直なお話をしますと、透析が充当できるかどうかというような情報は、ち
ょっと私は持ち合わせていなかったというようなところでございます。いろ
いろ請願の中でも、議会でのその議論のための資料を当方からも出していた
というようなところがございまして、もちろん透析を実施するに当たっては、
設備の関係ももちろんですが、やはりそれを担うスタッフの確保等が、これ
がより重要なところを占めるかというところもありまして、そういう充当で
きる財源があると本当に有利なところではあると思いますけれども、さらに
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もっとトータル的なその収支の問題ですとか、それからスタッフの確保の問
題とか、そういうことも考えなければならないのかというようなこともござ
いまして、そういうふうに思っております。今のご質問については、ちょっと
そういう情報は私も持ち合わせていなかったというところでございます。

８番
鈴木議員

病院事務長はどうですか。

議長 病院事務長。

病院事務
長

コロナ交付金での人工透析装置を道内で導入した事例というのは、私は把握
しておりません。聞いておりません。先ほど電子カルテをコロナ交付金で購
入したというのがありましたけれど、電子カルテの購入につきましては、国
保調整交付金を利用させてもらって導入をしております。コロナ交付金の補
助の基本となるものは、まずコロナ疑い患者を診る病院に対して、発熱患者
の対応に当たってその必要な医療機器を購入するに当たっての補助となって
おります。以上でございます。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

どちらのお答えが正しいのか私はわかりません。ただ、一応町長は知らなか
ったということであります。そして、検討するに当たっては収支も、そしてス
タッフもそういう課題をとにかく十分検討しないと、導入するか開設できる
かどうかということもあるというお話だったというふうに理解いたします。
ただ、スタッフの件とか、それについては後で質問してあります課題という
ところでお話をさせていただこうと思っておりますけれども、一つだけ言わ
せていただきますと、産業厚生常任委員会の３月に付託されて以降、１１月
に結論を出すまでの間に、まずやはりその辺のこと、とにかく収支、これ以上
病院に赤字を増やすようなことにつながるのであれば、これはどうなのだと
いうことの議論も十分やってきました。そして、公立病院、隣の門別町も含め
てですけれども、四つの公立病院、やっている病院です、そして民間の病院か
らも資料をいただいて、それを土台に見ていく中で、決して赤字を増やすと
いうことにつながる、そういうことだけのものではないと。それはやはり初
期投資とかいろいろ考えなければならないことはあるけれども、これはやは
り必要なものでないのかという検討のもとに、委員会としては８か月ほどか
けて可決をし、本会議において委員会としては採択ですという形で報告させ
ていただき、議決を得たという内容であるということで、我々委員会がその
辺も含めて、何も検討してこなかったということではないということだけは、
まずお伝えしておきたいと思います。
次に２問目のところに移りたいと思いますけれども、町長の言われていると
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ころの人工透析の可能性の検討ということでありますけれども、どういう部
署で、あるいはどういう機関で行う考えか、そしてまた結論を出すまでの期
限を、期間をどのようにお考えなのか、その点について伺いたいと思います。

議長 町長。

町長 議員もご存じのとおり、今、公立病院の経営強化プランの策定をというよう
なことで国の指針に則ても令和５年度中にこれを策定しなければならないと
いうことでございまして、先ほど申しましたけれども、透析をどうするかと
いうようなことも含めて、病院全体の経営にも大きく関わるようなところも
ございますので、この強化プランの中で総合的な判断をするという意味にお
いても、同時並行で透析の可能性についても検討をしていきたいと思ってお
ります。具体的には院内プロジェクトチーム、経営強化プラン策定検討会議
で素案の調整等を行いまして、それから病院運営委員会、議会常任委員会、全
員協議会等でも説明させていただきながら、以前も違ったところで答弁しま
したけれども、町民にもそういった内容を説明するような機会を設けながら
策定を進めて、結論といいますか出していきたいというふうに思っておりま
して、このプラン自体が令和５年度中には策定しなければならないというこ
とですので、人工透析の開設についても５年度中には結論を出していきたい
というふうに思っております。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

経営強化プラン策定の協議会というのか、委員会というのかわかりませんけ
れど、そこを基本的には院内協議も含めてですけれども考えていると、今お
話をいただきました。ただ、本当にしっかりそういう委員会をやっていただ
きたいということを言わざるを得ないわけであります。５年度中にはという
ことで、つくらなければならないということを言われましたけれども、実は
令和３年、コロナ禍ということもあったかもしれません。ただ、町政執行方針
の中でどう述べられているかというと、改革プランを策定して病院改革元年
とするというふうに述べられたわけであります。しかしながら、確か令和２
年だと思います。プラン検討委員会委嘱をいたしましたけれど、その年に一
度開いたきりということで、３年も４年も全くありません。それと病院運営
委員会にしても令和２年に一度ありましたけれども、そして、私も決算委員
会とか、それから議長も何かの折に開けという形でお話しされたこともあり
ますけれども、はっきり言って３年、４年、一切開かれてこないというのが実
情であります。そういうことから、ぜひ、これは今町長がおっしゃったという
ことでありますので、必ず開催して、そして５年度中には結論も出るという
ことについて、はっきりと改めてお約束いただきたいと思いますが、いかが
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ですか。

議長 町長。

町長 改革プランにつきましては、言い訳がましくなるかもしれませんが、コロナ
禍等もあって、国のほうの大きな大綱のような、それをよりどころとして作
成するようなところもございまして、その辺がなかなか定まらなかったとい
うこともあって、それを待っていたというようなところもございますけれど
も、そのほかにもいろいろ当町独自の課題もありまして、やれなかったこと
については深く反省をしているところでございます。こういうことで先ほど
もお答え申しましたので、病院運営委員会とか、議会の各常任委員会等でも
今年度は必ずつくるというようなこともお約束させていただきながら、積極
的に開催をさせていただければというふうに思っています。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

必ずやるということで、今、確約していただきましたので、ぜひ間違いのない
ように実行していただきたいということをお願いしておきます。
それでは、３問目のほうに移ります。開設に係る課題ということについては、
開設費用から人材といいますか人件費も含めてですけれども、患者の確保な
どいろいろと検討課題というのがあるかというふうには思っておりますけれ
ども、それらの課題、今言いました以外についても、具体的にどのようなこと
を考えておられるのかというあたりについて伺っておきたいと思います。

議長 町長。

町長 今、議員おっしゃった開設の初期投資ですとか、人材、患者の確保、この辺が
やはりメインで私どももいろいろ心配しているようなところもあって、開設
費用だけで請願に採択に当たって当町のほうから出した資料についても、単
純にまだまだ精査が必要ですけれども、大きな交付税等の関係もあって、非
常にマイナスの面が生じるというようなことも承知しているところでござい
まして、本当に切り取った話としてお聞きいただきたいと思いますけれども、
今の病院の経営状況からして、今年から新しい病院の公債費の償還も一般会
計が繰り出すというようなことで、通常としてほぼ５億円の繰り出しを毎年
しているというようなこともあって、以前示したシミュレーションのとおり
のような計上でいきますと、本当に経営としては厳しさを増すというような
率直な思いを抱いているところでございます。これはさらにいろんな方法も
考えながら精度を増していかなければならないというふうに思っています。
あと、本当に人材確保については、医師もはじめ、今いかに看護師等の医療ス
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タッフを確保するというのは、私どもの病院だけではありませんけれども、
道内の小規模自治体病院にとっては非常に大きな課題になっているというよ
うなところでございまして、本当に透析をやったときに、そこに関わるスタ
ッフがきちんと補充なり確保できるのかというのは本当に大きな課題にもな
っておりますので、その辺いろいろやられている自治体病院、議会も視察を
重ねてきたというところがありますけれども、改めて町としてもそういうと
ころも情報を収集しながら、それからまた透析に関してもいろんな知見を持
った専門の方もおられるというふうに聞いておりますので、それと門別国保
に非常に依存しているところが多いというふうなところもありますので、是
非そういった実態も含めて議論の幅を広げていくといいますか、そういった
中でいろいろ検討したいと思っていますので、本当に心配する課題は非常に
多いというのは私の思いでございます。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

私が質問する時に、これは病院側から出された人工透析増設検討資料という
ことで、ここにも様々な検討課題について述べられております。当然、このあ
たりからお答えをいただけるかというふうに思っておりましたので、その辺
について、実は質問を考えてきておりました。それに、自分の聞きたいことに
ついて、一つずつ聞いていきたいというふうに思います。それで、まず最初に
この中で開設費用の関係で、いろいろ出されているわけでありますけれども、
そこで伺います。まず、開設費用についてということでありますけれども、開
設に当たっては、委員会としてはできるだけ初期経費を抑えることを基本に
して、委員がそれぞれ集めた門別国保、あるいは天塩の国保病院、芽室、斜里
の国保病院、そのほかにも民間の病院、先ほども言いましたけれども資料を
いただいて、それをもとに検討してきたということであります。まず、開設費
用の中で透析水の排水処理施設３７４０万というのがありまして、そのこと
について伺います。委員会の審査の中では透析を行っている公設病院、民間
病院からの資料では、新たな排水処理設備の設置についての記述が実はなか
ったものですから、不要ではないのかという角度からの質疑は行いました。
しかし、病院事務長からいただいたお答えは、法的根拠はありますという形
の答弁があっただけで、詳しい内容については述べておられませんでしたの
で、一つその辺の内容についてご説明いただければというふうに思います。

議長 国保病院事務長。

病院事務
長

そのときの透析水排水処理設備の説明に関しましては、当院建設していただ
きました石本建築設計さんのほうに積算もお願いして、説明もお願いした経
緯がありまして、私のほうからそのような発言はしておりません。今の只今
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の質問につきましては、専門的なこともありますので、建設水道課長のほう
からお答えいただければと思います。

議長 お手元に資料を各議員の方々のほうにも渡しますので、それを見ながらお願
いします。皆さんお手元に行き渡りましたか。それでは、建設水道課長のほう
からお願いいたします。建設水道課長。

建設水道
課長

まず、平取町の雑排水処理についてでございますけれども、議員の皆様ご存
じのとおり、平取町は下水道の未導入地区でありまして、雑排水施設での運
営運用を行っております。雑排水施設とは、各家庭、住宅や各施設の浄化槽で
処理されたし尿、それから雑排水、これは台所、風呂、洗濯等の排水が雑排水
管を経由して雑排水処理場に入り、最終処理されまして沙流川の水域の小河
川に放流する仕組みとなっております。平取町の河川に放流出来ます基準と
しましては、水質汚濁防止法に定める排水基準及び北海道水質汚濁防止法第
３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例に基づいた基準で設定して
おり、年に１回、町内の排水処理場１８か所の処理水が適正な数値であるか
検査を行い、北海道に報告しております。それでは、水質汚濁防止法に定める
排水基準はと申しますと、一つ目にＰＨ値、これはもともとペーハーと皆さ
んご承知かと思いますが、水素イオン濃度なのですけれども、５を超え９未
満の範囲内、排水の排出温度４５度Ｃ未満、それからＢＯＤ、こちらは生物化
学的酸素要求量、こちらの許容限度が１リットル当たり１６０ミリグラムと
定められております。また、北海道の水質汚濁防止法第３条第３項の規定に
基づく排水基準を定める条例におけるＢＯＤの許容限度につきましては、１
リットル当たり２０ミリグラムと定められております。それでは、血液人工
透析治療に伴う血液透析排水の成分はといいますと、透析後に機材を洗浄す
る際に薬品洗浄剤が含まれまして、ＢＯＤ、先ほど言いました生物化学的酸
素要求量が１リットル当たり１０００ミリグラム以上と、一般的な生活排水
が１リットル当たり２００ミリグラムであるに対しまして５倍以上の数値と
なります。また、この洗浄剤が含まれた排水につきましては、ＰＨ値、水素イ
オン濃度なのですけれども、これが２から３と強酸性となります。このまま
排出しますと、排水管や排水桝が腐食してしまい、道路陥没や地盤沈下の原
因になるばかりではなく、排水基準の５を超え９未満を大きく逸脱した排水
を河川に放流することになります。さらに、透析システムの熱水消毒は、８５
度以上の熱水を使い、消毒を行うようでありまして、その場合、このまま排水
しますと、排水基準の４５度未満を大きく超えた数値で放流することになり
ます。また、既存の浄化槽を通せないかと検討できるか確認しましたが、こち
らの透析排水の成分におきましては、全く生活雑排水の成分とは全く別のも
のであることから、２０１９年、今、皆様のほうにお配りいたしました透析排
水基準という表示があると思いますけれども、その中の３枚目お開きいただ



- 26 - 

きたいと思います。こちらお手元の資料は、日本透析医学会、日本透析医会、
また日本臨床工学技士会で策定された２０１９年の透析排水基準でございま
す。そちらの３枚目の３、適正な排水管理、そちらの中段の補足の部分をご覧
いただきたいと思いますが、そちらには、下水道供用区域外における透析排
水の適正な処理として、下水道が未普及の下水道供用区域外では、し尿、雑排
水は浄化槽によって処理されるが、浄化槽にはし尿、雑排水以外の工場排水
や特殊な排水を流入させてはならないことが浄化槽法施行規則第１条４で定
められている、ここで雑排水とは、台所、風呂、洗濯水の排水であり、透析排
水は特殊な排水ということになる。したがって、この区域の透析施設は、浄化
槽以外の排水処理設備で透析排水を処理することを検討しなければならな
い。この場合、水質汚濁防止法に基づく自治体が定める排水基準が適用され、
ＰＨだけでなくＢＯＤなども対象となる。したがって、中和装置、中和処理装
置システムのほかに、ＢＯＤについては、活性汚泥法などの生物的排水処理
プロセスから成る排水処理設備が必要となるという記載がございます。これ
らを鑑みまして、私ども平取町には排水規制条例はございませんが、北海道
の排水基準を準用している以上、これ以上の排水基準の排水を放出すること
は環境負荷、また雑排水の処理施設の構造に負荷がかかるという判断のもと、
必要不可欠な設備と判断せざるを得ないと考えます。まだ決まってございま
せんけれども、当然、建設される場合には、こちらの経済的な手法を見つけな
がら検討していくことになると思いますが、現状のこの決まりがある以上、
これを遵守せざるを得ないというふうに判断させていただいております。以
上でございます。

議長 ８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

今のようなお答えというか、それを検討の中で法的な根拠があるという一言
で片づけないでやっていただければ、私もこういう場で言わなくてもよかっ
たのかというふうに思いますので、そういった意味では、せっかく協議する
場のときには、様々な角度から我々も協議しようということでやっておりま
すので、ぜひ、そういうことについて根拠があるというのであれば、今後、そ
ういう機会には示していただきたいということを要望したいと思います。
ただ、実は私も今、水質汚濁防止法ということのお話ありました。それで、ペ
ーハーのこと、それからＢＯＤのこと、振興局環境生活課のほうに実は問合
せいたしました。そこで伺った内容で言いますと、その前段に私どういうこ
とを言ったかといいますと、平取町では透析ぜひやってほしいという患者さ
ん達の声でもって検討してきていると。それで、この中で平取町は雑排水処
理施設ということで、浄化槽を通して管に流し、終末でまた処理をするとい
う方式ですと。それと病院については、１日当たりの平均の水道の使用料に
ついては１０トン以下ですと。これは水道課に確かめましたので、そういう
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こともお伝えしました。そういう中で、この水質汚濁防止法の関係で、生活環
境項目という中にペーハーのこと、ＢＯＤのことを書かれているわけであり
ますけれども、その表の下に、生活環境項目の排水基準は、１日当たりの平均
的な排水量が５０立方メートル以上の工場、あるいは事業所に適用するとい
うことが書かれているので、今言った平取町の条件はこうですと、病院の条
件はこうです、そういう中でこれは対象にならないという見解でいいのかど
うなのかということを尋ねました。そうすると、尋ねたのがちょうどお昼近
くだったものですから、昼休みの後に電話いただいた中では、５０立方メー
トル以下ということでありますので、それは水質汚濁防止法の対象施設から
外れますというお話をいただきました。それで、ただ、そこで言われたのは、
今いただいたあれにも書かれておりますけれど、ペーハーが高い、その薬品
を使って洗浄したときに出る水が２とか３とかペーハーが高くなると、それ
がコンクリート部分について傷めることがあるということについて、そのこ
とについてはその施設を持っている、うちでいえば平取町の管財課のほうの
判断によりますということでありましたので、そういうことで、改めてそう
いうことについて検討いただけないかというのが、今の話もありますけれど、
私は振興局のほうからお話聞いて、そういうふうにお答えいただいたという
こともありますので、ここで課長の言うことを全て否定するとかそんな気持
ちはありません。本当に課長の言うとおりであれば、ぜひ透析室をつくると
きに必要な機械、機材については設置をしていただきたいというのが、私の
見解ではあります。ただ、今まで委員会で協議してきた段階のことから通じ
ていきますと、支庁からいただいたそのお話も検討に値することではないの
かというふうに思ったものですから、あえて質問させていただいたというこ
とがあります。ですから、これについては、これ以上、ここでどうのこうのと
いう話にはならないと思いますので、ぜひ今後検討する場で検討していただ
きたいというふうに思っております。次に、人材の確保ということで、特に人
材の確保ということにもいろいろ大変かというふうに思いますけれど、ただ、
いただいた先ほどの資料の中では、人件費について書かれている部分があり
まして、その中では、人件費だけで全体で５７９０万かかりますという内容
であります。その中に、医師についてでありますけれど、新規採用で２４００
万かかりますということも明記されております。ただ、委員会で協議した中
では、本当に例えば隣の門別国保病院は２２床でしたか、ありまして、患者さ
んは５２人いるという中でありますけれども、医師については２名というこ
とで書いてありますけれども、それは、今病院内にいる医師の兼務であると
いうことで書かれております。そして、先ほど言いました天塩とか芽室とか、
そちらの病院もどこを調べても皆兼務ということであります。もちろん門別
のように収益が大きいところは、医師のその応分の医師の給料の負担という
ことでは、２０００何百万ということで書いてありますけれども、兼務だと
いうことからいきまして、平取ではそういう検討は出来ないのか、なんで平
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取は１人医師を確保しなければ駄目ですという資料が出来たのかという辺り
について見解、せっかくの機会なので伺っておきたいということであります。
それで、もう一つは看護師、それと臨床工学技師、そして看護助手ということ
で、平取町の場合は看護師が３名、看護助手２名が必要と書いてありますけ
れども、うちと同じような規模ということで、今現在やっているのが天塩国
保病院でありまして、ここを５床のベッド持っています。ここでは、臨床工学
士２名というのは同じなのですけれども、看護師については２名ということ
でなっているということも含めて、やはりできるだけ十分検討されて適正な
配置でやることが、人件費の削減ということにつながるのではないかなとい
うふうに思いますので、その辺についてもあわせて考え方を伺っておきたい
と思います。

議長 国保病院事務長。

病院事務
長

このシミュレーション案につきましては、あくまでも請願審査の中での資料
の一つにしていただきたいということでお示ししたものであります。現在、
当院では常勤医３名で運営をしております。内科、外科、午前中、４月からは
診察部門変えまして、午後も内科、外科それぞれの先生に診ていただくこと
にしていく予定としております。そうなりますと２名が外来に出ます。健康
診断あります。救急も来ます。病棟管理もあります。そうしたら３人の先生が
全て出払うような状況となります。そこにまた新たな医療を持ってくるとな
ると、もう１名ドクターは増員しなければ対応は難しいのではないかという
考えから、ドクター１名ということで提案をさせていただいております。ド
クター４名体制になれば、門別国保病院と同様に、門別国保病院は４名の中
で２名が兼務ということになっておりまして、半年ごとに変わるそうです。
ローテーションしておりますので、新たな医療を展開するに当たっては、新
たなドクターが必要になるのかと思われます。このことに関しましては、病
院改築検討委員会ということで、鈴木議員も議長のときに出席されていたか
と思いますが、谷院長の発言の中で透析治療をやるのならば、透析治療がで
きる医師を連れてこなければならない。透析治療の管理をやれと言われても、
今のメンバーでは出来ない。今の診療のプラスアルファのことということで
あれば、専門のドクターを確保できるかになってきます。もう１名、斉ノ内副
院長もこの時発言しております。透析治療をするには、医師やナース、臨床工
学士の確保をしなければならない。これはあくまでも私のシミュレーション
で参考に、議論の一つにしていただきたいということでご説明したものであ
りますので、何か質疑があるのであれば、そのあとの検討委員会等で質問を
していただければよかったと思います。なぜ今、一般質問でこのことを言わ
れるのかよくわかりませんが、病院の見解としては以上です。
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議長 ８番鈴木委員。

８番
鈴木議員

いろんなご意見あろうかと思いますけれども、ただ、やはり今後検討してい
く、来年度にわたって検討していく、その病院から出されたということにつ
いては、これは町の考え方が示されたというふうに私は受け取っております。
そういうことから、検討していく上でこういうふうなことについて、ぜひ改
めてしっかり検討していただきたいというお願いを込めて、今私はしている
ということであります。そういうふうにおとりいただければ、幸いだという
ふうに思います。病院事務長のお考えはお考えとして、それからまた、今の院
長のお考えはお考えだと思います。ただし、やはりこの病院改革の検討委員
会といいますか、強化プラン検討委員会、やるからにはやはり町立病院が黒
字化になるなんていうことは、当然誰も思っていません。ただ、やはりもっと
町民の要求に応えた医療提供をしながら、少しでも繰入れを減らすような方
向で運営をしていただきたいというのが、誰もが思うことであります。これ
は町長といっても考え方、基本は同じだと思うのです。そういうことから、私
はその一環として透析の開設については、ぜひやるべきだというふうに思っ
ている、そしてそれが委員会の総意として採択したというふうに思っており
ますので、そのことから質問しているわけで、その医師の配置についても、今
の院長の発言がそれは過去の発言でありまして、今も同じかどうか私は確認
するすべもありませんので出来ませんけれども、その確認も含めて十分今後
検討していっていただきたいということの思いから言っているところであり
ます。今、病床の関係のことも、病院事務長からこれは審査のための資料だと
いうことで言われましたけれども、ここにやはり検討課題ということで、病
床が透析室を開設することによって１０床減りますという検討のあれが出さ
れております。そういうことで、そのことについても伺っておきたいと思い
ます。国保病院につきましては、新築されまして平成３０年の７月から診療
を行っておりますけれども、２年目となりました令和元年の入院患者数につ
いては、１日平均が２３．４人でありました。令和２年はと言いますと２３．
３人、そして令和３年については、決算資料からなっていますから間違いな
いわけですけれども１９．７人。そして、令和４年度上半期については、１２
月に病院から上半期の報告がありましたけれども、１日平均が１６．７人の
入院患者ということでありました。このことから言いましても、病床の検討、
特に空き部屋の有効活用が必要だという観点からも透析室をというふうに考
えていたところもあります。この件について、資料によりますと普通交付税、
特別交付税で１０床が減るとなると２４５１万も減収となりますということ
で示されているわけです。ただ、聞くところによりますと、２、３年前から病
院のベッド数による交付税の算定の方式が、ベッドを持っていれば普通交付
税も特別交付税も出てくるような形で算定されていたようでありますけれど
も、ここ２、３年からその方式自体が検討を加えられて、１日当たりの最大利
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用ベッド数、例えば１日３０床、これが１年間の中で一番多い利用の日であ
ったとするならば、そのベッド数３０に基づいて、交付税が算定されるとい
うような方向に変わったのだというふうに伺ったわけであります。そういう
ことから、１０月に示された資料にある透析室の開設によって１０床が例え
ばなくなれば、単純に普通交付税、特別交付税２４００万の減額となるとい
うことには、そういう単純な計算にはならなくなる、これからはということ
で理解をしておりますけれども、そういった意味で今、私、最近聞いたという
ことで今言いましたその点、間違いがないのか、本当にそういうふうに変わ
ってきているのかというあたり確認させていただきたいと思います。そして
また、私もそのベッド数の減少については、いずれにしても交付税の削減に
つながるということについては、当然のことながら思っておりますので、こ
れを今後の検討の中で、どこか別の空き部屋といいますか、そういうことの
活用も含めて、できるだけ削減しない形の中で検討をいただきたいというふ
うに思うわけですけれども、その辺についても確認をさせていただきたいと
いうふうに思って質問するとこであります。

議長 鈴木議員のほうにちょっとお伝えしておきます。先ほどの町長の答弁の中で
今後の病院改革プラン、それから運営委員会等含めて、多分、今、鈴木委員が
言われたようなこと、これからやはり煮詰めていくような議論となりますの
で、このことについては今即刻答弁というか、それはちょっと控えさせても
らいたいというふうに思っていますので、改めての詳細、またその運営委員
会の開催、このことはもうお約束してくれたので、その中できちんと煮詰め
ていこうかというふうに思っていますので、ご了承いただきたいというふう
に思っています。それと資料を出されたことに対しても、中身的に一つ一つ
拾い上げていくということについても、再度そのことについては、私議長の
ほうからも関係の議員の方々、あるいはその運営委員会のメンバーどういう
ふうになるか、まだちょっとしばらく開いてないものですから、それも含め
て煮詰めて協議していきたいというふうに思っていますので、よろしくお願
いしたいと思います。８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

もう一つ、反対討論の中にも使われた部分があるものですから、そのことに
ついてお願いしておきたいというふうに思ったことがあります。そのことを
述べさせていただいて、自分の質問を終わりたいと思うのですけれども、こ
のいただいた資料の中の最後のところに財政融資資金、地方公共団体金融機
構資金を借りて建設を行った建設の改修についてはという記述がありまし
て、建ったばかりの病院を改修などいたしますと、新たな起債が借りられる
のかということと、借りた起債の繰上償還を求められないのかという懸念に
ついて述べられております。それで、これはお願いというか、私の心情という
か述べさせていただくのですけれども、課題についての率直に聞かれている
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ことについては受け止めるわけですけれども、例えば病院のベッドの削減に
ついて、厚生労働省については相変わらず病院のベッドの数の削減を求めて
いるということがありますので、例えば僅かな減少であっても、喜んで受入
れてくれるのか、そんなふうに思います。もちろん、大きな削減を望むわけで
はありません。一方では、日高管内における透析患者の増加、そして、門別国
保でもこれ以上は透析ベッドを増やす考えはないとしていること。そしてま
た、近い将来に予想されている地震と津波からの防災上の観点からも、津波
の被害が想定されていない我が町が透析室を開設することは、町民の命を守
る上で大変重要な施策であるということについて、町長は平取町の防災計画
の一環ということで、そうした立場において自信を持って、そういう場面が
来たときには、相手方を説得していただきたいということを、私は思ってお
りますので、そのことを申し上げて、今、議長からご指摘もありましたので、
これ以上の答弁は要りませんけれども、そのことを申し上げて質問を終わり
たいと思います。

議長 以上で、鈴木議員の質問を終了いたします。休憩いたします。再開は午後１時
からです。よろしくお願いします。

（休 憩 １２時００分）
（再 開 １２時５８分）

議長 それでは、多少時間早いですけれど全員おそろいですので、再開いたします。
続きまして、５番金谷議員を指名します。５番金谷議員。

５番
金谷議員

先日、通告いたしました農業経営対策について一般質問をさせていただきま
す。まず最初に、酪農経営の対応についてと対策について質問をしたいと思
います。酪農経営の赤字原因は、物価の高騰や為替レートの問題、ロシアによ
るウクライナ侵攻の影響で輸入資材や電気代などが高騰する中、また、毎年
１３万７０００トン海外から脂肪粉乳などを輸入していることが、酪農経営
難に大きく影響している要因ではないかと思います。子牛の価格が急落して
いるなど、やはり家畜費用の高騰が最も経営悪化の大きな要因になっている
と思われます。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が
ありましたが、どこにも追いつかない今の現在の経営状況であります。大変
な経営難の状態でございます。よく話を聞きますと、入るお金より出るお金
が多く、なぜなら乳牛をつくる経費が１キロ２０円から３０円に上がっても、
４月には生乳の代金が１キロ１０円上がって、どこにも追いつかない状態で
あります。経営を続ければ続けるほど赤字になるのが現状であります。今は
大変深刻な状況が続き、廃業する動きが全国的に広がっている状況でござい
ます。また、子牛の処理についても、１頭当たり市場の手数料と運搬費で３０
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００円かかる。何をしてもマイナスになる。今、平取町内の酪農経営は現在６
戸でございますが、これ以上廃業すると、平取町内の酪農産業は大変な危機
であり、なんとか酪農畜産経営を持続できるよう町としての対応、支援策が
あるのかを伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。

議長 産業課長。

産業課長 まず、金谷議員がおっしゃっているとおり、現在、牛乳の需給緩和と肥料配合
飼料代の高騰で酪農生産者は厳しい経営環境が続いているような状況であり
ます。全国的にも、ここ２年連続で生産費が乳価を上回っている状況に陥っ
ている状況であります。先日、日本農業新聞に、このことについて国及び北海
道の見解が掲載されておりました。早めに酪農生産者の実態を把握して、牛
乳の需給緩和の状況を改善するよう必要な措置を講じていくということであ
りました。これに対しまして、生産者団体からは、今苦渋の決断で取り組んで
いる生産抑制の取り組みを、今後も後押しをしていきたいという形でコメン
トが出ておりました。町としましては、今後、国及び北海道の取組に注視しな
がら、町がやらなければならないことが出てきましたら、昨年のように、金谷
議員からもお話ありましたように、コロナ臨時交付金を活用しながら配合飼
料及び肥料への支援、粗飼料確保に向けた経産牛への支援をしてきておりま
す。こういったことも含めて、町のほうでは検討していかなければならない
かとは思っています。ただ、国のほうも北海道も、昨年、同じような形でいろ
いろ支援はしておりますので、そういった部分で重複がしないような形の中
で、町としてやれることをやっていければというふうに思っています。今お
話ありましたように、町内の酪農生産者の経営状況についてお話しさせてい
ただきたいと思うのですが、先ほど金谷議員からは、現在６戸の生産者とい
うようなお話でありましたが、私のほうで押さえている酪農生産者の戸数は、
町内でいきますと９戸の酪農を営んでいる方々がいます。年代別に見ますと、
３０代が２戸、４０代が４戸、６０代が３戸でありまして、町内の農業形態別
に見ても他の形態より比較的若い世代、担い手が中心となって酪農経営を営
われているような状況であります。しかし、令和４年中には１戸が離農、１戸
が生乳出荷停止をしている状況であります。町としましては、町内の酪農生
産を維持していくためにも、道東、道北のように、第三者継承による新規就農
者等の受入れを検討していかなければならないとは考えています。しかし、
道東、道北のほうの成功事例を見ますと、居抜きに係る住宅の問題、居抜き施
設の購入に係る資金面等からの課題など整理する必要があるとも考えていま
す。これにつきましては、農協と連携を図りながら、また離農した生産者の意
向も確認しながら検討していきたいというふうに考えています。次に、生乳
の生産調整の状況についてでありますが、国全体の動きとしましては、平成
８年度をピークに飼養戸数や飼養頭数の減少により、生乳生産量はこれまで
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減少傾向でありましたが、国の増産計画に基づき、酪農生産者は規模拡大を
図り、令和元年度からは増加に転じているところであります。しかし、コロナ
禍もありまして、生乳飲用の消費が伸び悩み、一昨年の冬には牛乳廃棄とい
った話題が報じられ、記憶にあると思います。最終的に廃棄はありませんで
したが、国は安定した乳価で製品を供給するために加工原料乳生産者補給金
制度を拡充しまして、バター、チーズ、脱脂粉乳といった加工原料乳に転じて
いるところであります。北海道も従来から牛乳の生産調整でありましたが、
生産者にとっては大きな支障はなかったとこれまでは聞いております。しか
し、先ほどの話でありませんが、令和４年度に入って、北海道農協酪農畜産対
策本部では、令和４年度、令和５年度についての加工向け乳価交渉に向けて、
適正に価格転嫁させるために、在庫低減に向けた削減を北海道独自で生産抑
制を進めることを方針を定めております。これによって、毎年、指定生乳生産
者団体でありますホクレンと平取農協との間で出荷契約が交わされておりま
して、令和４年度からは原則契約数量を上回ることが出来ないことになりま
した。平取町の状況でいきますと、令和３年度平取農協の生乳出荷量は、契約
数量８５７３トンに対して実績は８２９０トン。令和４年度は８５０１トン
に対し７６５０トンの見込みで、いずれも出荷数量を下回っております。令
和５年度についても、もう既に契約が交わされておりまして、出荷数量８０
１９トンに対し、平取農協が酪農生産者から取りまとめた数量は７６０２ト
ンということでありまして、今のところ支障はないというふうに農協のほう
からは聞いております。今後、令和６年以降どうなるかちょっとわかりませ
んが、今のところ、これまでは、出荷契約数量より下回っている状況にありま
す。以上であります。

議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

今課長のほうから説明をいただきまして、いろんな形の中で、今後生産調整
というのは、今の現状ではないというふうにご答弁されておりましたので、
大変私どもは、この酪農業者に対して安心をしているところでございます。
それで、私もこの酪農関係については、全くわからないというか、たまたま酪
農の方とお会いしまして本当に大変なのだと。これについていろいろと酪農
の方と長い間ちょっとお話をしまして、今の現状といいますか、それをお聞
きしました。それで、酪農のなかにも生乳関係の生産については、大変手間が
かかるということで、和牛とは違って生乳の場合には、特に夏については、温
度が上がると扇風機で温度を下げて管理をしていかなくてはいけないと。そ
ういうふうな形の中で本当に手がかかると。そして、私たちは３６５日休ま
ずに仕事をしているんだと。私たちがこれだけ一生懸命やって、なぜこうい
うふうな目にならなくてはいけないのかというような、すごいお答えをいた
だきまして、本当に何とか我々が支援をしていって、平取町の酪農の生産者
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が廃業しないような形の中で、先ほど課長も申しましたけれども、ホクレン、
農協、町と連携を持ってやっていただきたいというふうに思っているところ
です。そして、この酪農用のいろんな設備投資等なのですが、やはり農機具な
どはほとんど外国品でありまして、搾乳機はじめいろんなところ、そういう
ことから債務返済などがあり収入が少ない。そして、本当に現在その肥料の
高騰等でやればやるほど赤字になる。でも、やめるわけにはいかない。やめる
ときには、やはり自己破産をするしかないのだというような大変胸が痛いよ
うなお言葉をいただいております。そういうふうな形ですので、何とか町と
しても、今後、先ほど課長が答弁していただきましたように、いろんな形の中
でご支援をいただいて、対策を講じていただければというふうに思っており
ますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 金谷議員がおっしゃるとおり、本当に厳しい状況が続いているということで
ありますが、今のご質問の中で雇用不足というふうに私は捉えていいのかと
いうふうに思ってはいるのですけれど、先ほどのお話でいくと、町内の生産
者から３６５日働いているというようなお話は出ていますが、そういった部
分の中では、この酪農生産に関して言えば、町内でいきますと酪農ヘルパー
さんいるのです。町のほうからも酪農ヘルパー組合の方に補助金というか、
人件費相当額の一部を支援するような形で町としても支援をしておりまし
て、全部が全部町内の酪農生産者がその酪農ヘルパーを活用しているかとい
うと、申し訳ありませんが十分把握していない部分があります。ただ、そうい
った時に何かあった場合、どちらかというとやはり町内の生産者の方、家族
経営していますので、何かあればそういった酪農ヘルパー組合のほうにお願
いをするような形で、人手不足の一部でも解消になればいいのかと。どんど
んそういう形で活用していく必要があればいいかというふうに思っています
し、また機械導入、さらには資材高騰等の中で、どんどん借金がかかるという
ようなお話もあったのですが、これについても、機械導入等については、なか
なか国の事業というのは難しいものもあるのですが、今は、畜産生産者に対
しては、機械の導入、当然、補助事業でありますから、ある程度規模拡大して
いくというような目標が必要になってきますけれど、クラスター事業という
ものがありますので、町内の生産者の方はそういった事業を活用しながら、
機械の導入等をしております。町としても、いろんな形の中でご相談があれ
ば、いろんな酪農生産者ばかりでなく、町内の農業生産者の方には少しでも
有効かつ使用可能な、利用可能な補助事業等いろいろとＰＲ、周知していき
たいというふうに思っています。以上です。

議長 ５番金谷議員。
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５番
金谷議員

今、酪農ヘルパーの関係で課長答弁しておりましたが、実際的に３６５日、体
調がいいばかりではないですから、そのヘルパーについては、有効に使わせ
ていただいているということで、大変感謝をしておりました。それで、あと生
乳消費促進の具体的な方策というものは、町としては考えているのでしょう
か。それについてちょっとご答弁をお願いしたいのですが。

議長 産業課長。

産業課長 生乳消費というのは、消費拡大という考え方ということでよろしいですか。
今の段階では、令和５年度予算の中でもその消費拡大という部分は、町のほ
うでは今のところ支援措置は考えておりません。ただ、今年の１月でいきま
すと、農協のほうが事業主体になりまして、１月に町内の小中学校、さらには
養護学校、高校、さらに町内の社会福祉法人、高齢者施設なり、障害者施設等
の農協の事業一環という形の中で、消費拡大で児童生徒または高齢者等の
方々に牛乳を無償配布していく形では聞いています。そういったことが、全
国的にも実際に今も広がってきていますので、もし先ほどの話ではないので
すが、町としても今後やらなければならないということであれば、考えてい
かなければならないかとは思っております。

議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

どうもありがとうございます。その辺について、今年もう１月ということで、
昨年も先ほど課長が言われたように、いろんな施設に牛乳を給付というよう
な状況でありまして、今年に入りまして平取町内の農協のストアで１０００
円以上買物すれば、１リットルの牛乳パックをあげているというようなこと
で、やはり農協としても消費拡大に努力しているというふうに思われます。
それで、そういうことも今後拡大することによって、やはり酪農の方にも貢
献できるのではないかというふうに思いますので。あと、これはまだはっき
り決まっていないようですが、今年は全道的に１８歳までの方に少子高齢と
あわせながら、ホクレンですか、そっちのほうで約２５億ほどの予算を見て
商品券みたいなものを渡すというふうな情報はちょっと聞いたのですけれ
ど、その辺についてはどうなのでしょうか。その辺については聞いていませ
んか、これ、確かではないのですけれど。

議長 産業課長。

産業課長 ホクレンの取り組みではなく、私が聞いている話では、北海道の取り組みで
商品券とそういう牛乳券を合わせて配布するようなお話でちょっと聞いては
いましたけれど、それではないかと思うのですけれど、ホクレンでやるとい
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う話は、申し訳ありません、私の段階では押さえていないです。すみません。

議長 ５番、金谷議員。

５番
金谷議員

私の聞き間違いかもわかりませんので、そういうふうな形で消費拡大をする
という形の中で、道も考えていくというふうなことだと思うのです。それで、
先般、北海道新聞にも町村会で拡大するための要望書も提出しているという
ことで、北海道新聞にも出ておりましたけれども、そういうふうな形の中で
道と合わせて、農協とも合わせながらそういう酪農家のために支援をしてい
ただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思い
ます。

議長 答弁はいいですか。

５番
金谷議員

２番目になりますが、酪農畜産経営を廃業することにより、牛の糞が減少す
ることにより、平取町が多く占めている一次産業のハウス農家などの土づく
りには影響ないかを伺いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 今、乳牛による堆肥ということで、トマト生産者には影響はないかというよ
うな質問でよろしいでしょうか。
これにつきましては、私のほうで押さえている情報でいきますと、町内のト
マト生産者が乳牛の堆肥を活用している事例は、正直なところ私は聞いては
いない状況でありまして、大半の生産者は、馬の堆肥や肉牛の堆肥を活用し
ていると聞いております。どうして乳牛の堆肥、糞尿を肉牛、馬より使ってい
ないかというと、どうしても乳牛の糞尿については、水分が非常に多くて、敷
き藁に対する糞尿量がとても多く、堆肥化が難しいとされています。堆肥化
するには、藁など水分調整をし、切り返しを何度も続けて空気を積極的に取
り入れないと、腐熟化が進まないというような状況もありまして、腐熟をし
ていない堆肥を使用しますと、土壌中に急激に分解が進み、土壌から酸素を
奪うような形になりますし、また、土壌中に微生物が増殖し、窒素を要求する
たびに作物に必要な窒素を奪ってしまいます。特に生の堆肥の場合は、雑草
の種や微生物、寄生虫を完全に死滅していないので、作物障害の要因という
ようなこともあります。こうしたリスクが高いために、決してトマトハウス
の土づくりに向かないのではなくて、乳牛の堆肥を活用するためには、先ほ
ども申し上げましたように堆肥の水分調整、酸素供給、温度等、時間をかけて
微生物の腐熟を進めないとなかなか使用に適さないかというような形で、私
どものほうでは押さえております。しかし、今、国の動きもそうなのでありま
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すが、いろいろと肥料、資材も含めてなのですが、物価が高騰している中で化
学肥料も以前よりかなり上がっているということもありますので、全体的に
国の動きとしましては、安価な有機物堆肥を改めて注目が今集まっているよ
うな状況であります。ですから、トマト生産者ばかりでなく、今後、町内の子
牛生産者の供給により肥料の適正化、低減化が図れることは、この乳牛の糞
尿も考えられるというふうに考えていますので、今後、関係機関と連携を図
りながら酪農生産者ばかりでなくて、畜産生産者全般に良質な堆肥生産を推
進していくように町としても進めていきたい、検討していきたいというふう
に考えます。

議長 ５番金谷議員

５番
金谷議員

今、課長の説明でわかりました。それで、今の現状でハウス農家の堆肥につい
ては、町内の家畜農業のほうからの堆肥で間に合っているような状況なので
しょうか。ほかからまだ持ってきているような状況なのでしょうか。それを
ちょっと教えていただけますか。

議長 産業課長。

産業課長 全ては把握しているわけではありませんが、ただ、先ほども答弁させていた
だきましたように、大半の方が馬の堆肥、さらには肉牛の堆肥という部分の
中で、馬の堆肥については、やはり町内の軽種馬生産者２０戸近くあるので
すが、それだけでは足りないというような話の中で、町外、富川、日高町のほ
うからも一部堆肥を供給していただいている方がいるというふうには聞いて
はいます。ただ、やはり先ほど言いましたように、いろんな堆肥があって、そ
の生産者にとっては、どうしても馬が使いたいとなれば、そういう部分の中
で町内でなければ、町外から求める方もいるのかと思いますが、今後は先ほ
どのお話ではないですが、町内でなるべく供給していけるような、昨年、旭に
くれないファームが出来まして、養豚業を営んでいるのですけれど、そちら
からも今後豚糞が出てきますので、以前社長からもお話があったのは、町内
の生産者の方々に子牛生産者の方に供給していきたいという形で聞いていま
すので、そういったものを町内の生産者の方にもＰＲしていければというふ
うに思います。

議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

私も堆肥の関係でいろんな文献を読みましたけれども、やはり堆肥が一番い
いというような地力の窒素の効力が大きいというふうな文献で見ましたの
で、ぜひとも今後、平取の第一次産業であるトマト農家がますます土づくり
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に反映できるような形の中で、やはり町と農協とが連携しながら、生産者の
ほうにいろんな形の中で応援していただきたいというふうに思っておりま
す。最後になりますが、とにかく今回の酪農経営者は、餌代、肥料が高騰し、
また電気代などが上がり、経営は大変苦しい状況でございますので、その辺
についても町としても、いろんな形の中で支援をしていただければというふ
うに思っておりますので、よろしくお願いして一般質問を終わりたいと思い
ます。

議長 答弁よろしいですか。
以上で金谷議員の質問は終了いたします。
続きまして１０番松澤議員を指名します。１０番松澤議員。

１０番
松澤議員

先に通告しております日高町との連携の構築について伺います。明日は、２
０１１年３月１１日に起こりました東日本大震災から１２年になります。震
災を忘れないためにも質問させていただきます。私は、今まで何度か災害時
の近隣町村との連携の構築についてお話ししてきたことがございます。その
ことについては、関係各課と協議を進めてくれていると思っておりますが、
町長の執行方針の中では、防災、消防、救急の平取町独自の内容で、近隣町村
との連携には触れられていなかったのが残念でした。今回は、医療に関して
近隣町村との連携が必要と考え、伺いたいと思います。昨年、平取町国保病院
でコロナのクラスターが発生した際、門別の病院への救急搬送患者の受入れ
を依頼し、１２月末には門別が同じようにクラスターが発生した際、深刻な
スタッフ不足の状況になり、平取町が患者の受入れをするという患者のため
の病院間での連携が対応出来たと聞いております。まず、その時の経緯を伺
います。

議長 国保病院事務長。

病院事務
長

昨年１１月に当院でクラスターが発生した際は、病棟の入院患者様に感染者
がいたことと、病院スタッフに感染者が多数出たことから救急の受入れが難
しくなったため、１１月６日、日曜日になりますが、門別国保病院のほうへ平
取町内で救急車が出動した際の救急患者の受入れをお願いした経緯がありま
す。まず、私が門別国保病院の事務長さんに連絡いたしまして、そのあと町長
のほうから日高町の町長さんのほうに連絡をしていただいて受入れを了承い
ただきました。その後、１１月１４日の月曜日になりますけれど、この日から
昼間の外来業務を再開したことから、平日における昼間の救急受入れは再開
しましたが、夜間と休日につきましては、クラスターが解除となる１１月２
９日の火曜日まで門別国保病院のほうへ受入れをお願いいたしました。その
期間中に、当町から門別国保病院へ搬送された患者さんはいませんでした。



- 39 - 

その後、年末にかけて、門別国保病院併設の老健施設におきましてクラスタ
ーが発生し、門別国保病院のほうもスタッフ不足となったため、１２月２９
日、木曜日から夜間の救急出動に際しての受入れをお願いされ、１月９日、月
曜日まで当院で受入れを行いました。期間中の当院への搬送患者は４名であ
りました。経緯としては以上となります。

議長 １０番松澤議員。

１０番
松澤議員

その期間に当町から門別国保病院へ搬送された患者さんがいなかったという
ことですが、受入れてくれる病院がきちんと確保されていたということが、
安心できる状況であったのだと思います。初めは事務長さん同士の話合いか
ら、最終的には町長同士の協議もなされたということですが、今回の事例か
ら、コロナを災害というべきではないとは思うのですけれども、医療に関し
て片方が何か起きたときに、片方が手を差し伸べることができることが証明
出来たのだと思っております。これを機に、いざというときの災害のとき、例
えば津波、洪水、地震など、いろんな場面を想定した場合、日高町との医療の
連携・仕組みを構築していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
平取町と日高町は海がある、海がない、山がある、川があるというその地形的
にもちょっと違った形になっておりますので、両方が同じ災害にあうことは、
あるときもありますけれどもないことも考えられますので、そのことの想定
した場合を考えてやっていくべきかと思っているのですが、どうでしょうか。

議長 病院事務長。

病院事務
長

只今、松澤議員が言われましたように、当院クラスター発生時に、最初は私の
ほうから門別国保病院の事務長さんへクラスターの発生状況と救急の受入れ
の要請をしております。その後、町長のほうから日高町の町長へ連絡してい
ただき、救急の受入れの話は決まりました。それでお互いの病院のクラスタ
ーが終わった後に、門別国保病院の事務長さんともお話をしたのですが、緊
急事態だったとはいえ、お互いにお互いの町の救急患者さんを受入れできる
ということが分かりましたので、救急の受入れだけでなく、例えばですが、将
来的には、日曜日の救急については当番制にするなどしていけば、救急車が
来ないというだけで、やはりドクターも看護師さんも負担がかなり軽減され
ますので、そのような連携も将来的には考えていかないといけないという話
はいたしました。これはあくまでも事務長の事務レベルのお話であります。
連携につきましては、相手方があるお話でもありますので、日高町の富川、門
別地区と、当町は人口の規模も違いますし、救急出動の割合も違うと思いま
すので、あと何より重篤な患者さんだった場合の対応はどうするかなど、日
高西部地区の医療圏を守るためにクラスター発生時だけでなく、災害発生時
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の対応につきまして、看護師の相互派遣など門別国保病院とも今後協議をし
て、連携を強化していく必要があると思います。以上です。

議長 １０番松澤議員。

１０番
松澤議員

あくまでも事務レベルの例え話ということですが、とても前向きなお話合い
なされたということで、とても何か今いい話を聞けたというふうに感じてお
ります。門別国保病院と平取国保病院は異なる診療科があります。現在は門
別国保病院には小児科がありますし、平取の方は現在、人工透析に通ってお
ります。平取国保病院には日数は限られておりますが、循環器科、眼科、皮膚
科、整形外科、物忘れ外来等開設しております。今回改めて見ておりますと、
平取町の医療科の充実を感じております。そこで、先ほども例えばという話
だったのですけれど、例えばなのですけれども、自分の町にない専門科を中
心に予約の診療科もあり、いつ来ても診療できるという状況ではないので、
診療スケジュールを隣町の病院においていただけるということは、そういう
ことからちょっとお互いの病院のＰＲといいますか、そういうことから始め
られないかと考えておりました。高齢化が進んでいるお互いの町の患者さん
が、近くの病院へ行きやすい環境などを整えて連携していけないかと考えて
おりますが、町の考えを伺います。

議長 病院事務長。

病院事務
長

当院にあって、門別国保病院にない診療科につきましては、松澤議員言われ
たとおり、整形外科、皮膚科、眼科、物忘れ外来が挙げられます。また、当院
になく、門別国保病院にある診療科は小児科ということになります。当院の
外来に通院されている患者さんが、どこの町から来ているかの割合を調べま
した。平取町内の方が９２％、日高町の方が５.４％、むかわ町が０.８％とな
りまして、合計で９８．２％となります。基本的には、ほぼ町内の患者さんで
はありますが、外来患者さんのほとんどを、今のこの平取、日高、むかわの３
町で占めていることになります。整形外科、皮膚科、眼科についても同様に、
当町以外からも患者さんが来ていただいている状況となっております。只今、
松澤議員のご質問で、双方の病院へ行きやすい環境ということで診療が予約
制とかでなく、受付時間内に来ていただければ誰でも診察を受けられるとい
うことは理想ではあるのですが、現在、整形外科と眼科については予約制と
いうことにしております。理由は、どちらも当院での診察前や後に派遣元で
の診察があるため、ドクターに来ていただいた時間内で最大限に診察してい
ただける人数ということで予約制とさせていただいております。整形外科、
眼科とも、毎回すぐに予約がいっぱいになります。昨年から整形外科の派遣
元病院とも協議をしてまいりました。札幌の北新病院となりますが、本年４
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月から、今整形外科は第１、第３の金曜日の午前に来ていただいているので
すが、そこに新たに第５金曜日も追加していただくということで、年に何回
か、３回ぐらいしか第５金曜日というのはないのですけれど、それでも第５
金曜日来ていただくということになっております。整形外科の先生の到着が
今大体９時ちょっと前ぐらいで、９時ぐらいから診察開始していただいてい
るのですが、それも４月から８時半ちょっと前に来ていただいて、８時半か
ら診察を開始してくれることになりました。これによって３０分早まること
によって、１日当たりの診察できる人数が１０名ほど増えることになります。
眼科に関しましては、派遣元と協議をしているのですが、今のところ、いいお
返事はいただいておりません。ですが、一つずつではあるのですが、患者様に
とってよい環境となるように努力しておりますので、ご理解いただければと
思います。以上です。

議長 １０番松澤議員。

１０番
松澤議員

私もこの診療科、物忘れ外来以外は行かさせていただいていまして。すごく
混んでいまして、でも、すごく丁寧な先生たちばかりだということは私も分
かっております。予約がいっぱいになるということは、患者さんがいるとい
うことと、やはり先生も信頼されているというふうに思っておりますので、
どのような形が良いかいろいろな角度から検討しなければならないと思いま
すけれども、引き続きよろしくお願いいたします。あと、近隣町村との連携と
いうことで、ほかの地域の例がないかと探しておりましたら、令和４年６月
北海道総合政策部行政連携課、広域連携加速化事業取り組み事例集というの
を見つけました。その中に日高連携地域がありました。これは、共同で調査研
究を行い、将来の自治体運営に役立てるためとあります。その事業の中には、
地域公共交通利用促進事業、行政サービスＩＣＴ活用調査検討事業、地域Ｉ
ＣＴ利活用促進事業などがあります。日高全体で取り組んでいることはわか
りました。連携する具体的事項の中に医療というのもあったのですが、まだ
検討はなされてないようです。まずは隣町との連携をと思っておりますけれ
ども、このことから将来はもう少し広げた地域でいろんなことの連携が必要
だということの表れかと、こういう事業が起こっているということの表れか
と思って見ております。人口の少ない町村は過疎化が進んでいく一方です。
高齢化も進み、医療介護の現場のスタッフ不足も深刻な問題です。財源も豊
富なわけではない町村が、お互い様の精神で助け合う方策を探っていくこと
も必要だと思います。先ほど事務長から、例えばの話として日曜日直の話を
伺いましたが、あくまでも事務レベルの話で、やはり最終的には町長レベル
の話になると思います。隣町日高町との医療連携、まずは医療連携について
の町長のお考えを伺います。
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議長 町長。

町長 今、松澤議員のご質問の中に、北海道が舵取りしながら、日高という地域でい
かに広域的な連携ができるかというような検討を今いろいろやっておりまし
て、具体的に日高線の廃線などもあって、日高管内での地域公共交通をどう
するかとか、ある意味取り組みやすいようなものからやっていこうというよ
うなことになっておりまして、いわゆるデジタルデバイドの解消、情報格差
といいますか、例えば光の情報網が行き届いていないところをどうしようと
か、そういうところもいろいろ取り組んでいこうということなのですけれど
も、医療についても、正式な名称は忘れましたけれども、管内でより広域な医
療連携をしながら進めていこうというような、協議会のような体制ですけれ
ど年に１回ぐらい、最近コロナでずっと停滞していますけれども、会議を保
健所が中心になってやっているようなところもあるのですけれども、なかな
か具体的なところまでいっていないというのが現状でございます。ご質問に
あった近隣町とのまずその連携についてというところですけれども、平取国
保も門別国保も大変な日常的な疾病を対象とする一次医療を担う病院という
ようなことで、本当に地域医療を担うということで、この病院がなければ本
当にこの町に住み続けられるような条件が削がれるというところで、この病
院をいかに維持していくというのは、これからの町づくりの非常に大きなテ
ーマでもあるのかというふうに思っています。こういう小さな自治体、病院
がどう連携していったらいいのかということで、本当にお互いに日高町の財
政状況もちょっと聞きましたけれども、やはり一般会計より相当の繰入れを
しているというようなことで、時々会って話をする中では、本当に大変だと
いうようなことを常々話題に上がるところが多いのですけれども、いかにそ
の財政的なものを緩和するとか、それから人的な確保をどうするかというの
は本当に大きな課題でありまして、その辺をどうカバーするかという視点で
連携するのが非常に大切なところなのかというふうに思っていまして、なか
なか具体的な策といいますか、今のところまだまだ議論なりが必要だという
ところがありますけれども、先ほど事務長言いました突発的ではありました
けれども、救急のそういう当番を連携してやったとか、ご質問にありました
けれども、その診療科目がないところをカバーするとか、よりできるところ
からの連携が多分出てくるのかというところでありまして、それから災害の
課題もありましたけれども、災害時の特に降雨災害とかは同じような条件に
なるのかというところもありますけれども、今、取りざたされている日本海
溝千島沖海溝の必ず来ると言われている津波、地震に対して、沿岸６町村は
大変な思いでハード、ソフトの計画づくりに大変な思いをしているというと
ころですので、逆にそういった例えば日高町のそういう計画の中で、こうい
うフォローが必要だというようなところがあれば、ぜひ聞かせていただきな
がら、うちでもどうできるかというのは、非常に有効な取り組みになるとい
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うふうに思っていますので、ぜひ、そういうところを医療もそうですし、そう
いった災害時の対応もそうですし、まず防災担当なり病院の担当と、もちろ
ん町長同士の話もありますけれども、協議できる場をまず持つというような
ことで、ぜひ、進めさせていただければというふうに思っています。

議長 よろしいですか。以上で松澤議員の質問は終了いたします。
通告のありました議員からの質問は全て終了しましたので、日程第２、一般
質問を終了いたします。
以上をもって、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたしま
す。お疲れさまでございました。
なお、来週１３日、月曜日は午前９時半から予算審査特別委員会を開催しま
すので、出席についてよろしくお願いいたします。

（閉 会 午後１時４７分）


